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産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会 

評価ワーキンググループ（第６４回） 

議事録 

 

日時：令和５年１月１７日（火曜日）１３時００分～１５時４５分 

場所：Web会議（Teams） 

 

議題：  

１．研究開発課題（プロジェクト）の評価について（審議） 

（１）放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究事業【中間評価】 

（２）省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業（機能性材料の社会実装を支える高速

・高効率な安全性評価技術の開発）【終了時評価】 

２．複数課題プログラムの評価について（審議） 

放射性廃棄物処分関連分野プログラム【中間評価】 

３．「経済産業省研究開発評価指針」及び「経済産業省研究開発評価指針に基づく標準的評価

項目・評価基準」の改正について（報告） 

４．その他 

 

出席委員：鈴木座長、浦野委員、亀井委員、竹山委員、浜田委員 

 

議事内容： 

○金地技術評価調整官 

それでは、定刻になりましたので、産業構造審議会第64回評価ワーキンググループを開

催いたします。 

本日は、いまだコロナ禍ではありますが、皆様、御出席いただきまして、どうもありが

とうございます。 

まず、事務局の変更について御報告いたします。昨年９月１日付の組織変更に伴いまし

て、技術評価調整官ということで、私、金地が着任いたしております。以前お世話になっ

ていたのですが、またお世話になることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、本日は、鈴木座長を含め、御出席いただいている委員全員がオンラインでの御参

加となっております。西尾委員は15時過ぎからの御出席予定、秋澤委員は御欠席です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります前に、田中大臣官房審議官より一言御挨拶を申し上げます。

田中審議官、お願いいたします。 

○田中審議官 

委員の皆様方には日頃から研究開発事業の実施に当たって大変重要な評価について、委
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員の役割を担っていただきまして大変ありがとうございます。 

今回は、１月から３月にかけまして３回の評価ワーキングの開催を予定しております。

この３回のワーキングにおきまして御審議いただく内容としては、プログラム評価につい

ては中間評価３件、プロジェクト評価につきましては中間評価６件と終了時評価２件、さ

らに制度評価につきましては中間評価、終了時評価それぞれ１件ずつということで、大変

たくさんの評価をしていただく予定でございます。 

また、昨年８月に評価ワーキングにおきまして御議論いただきました経済産業省研究開

発評価指針、さらにはこの評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準の改正の結果につ

きまして、後ほど事務方から御報告したいと考えております。 

経済産業省としましては、研究開発の成果を着実に社会実装していくことを非常に重要

視しております。そのため、この研究開発の評価におきましては、研究開発をする方向性

であるとか、あるいは推進体制等、妥当性についてぜひ委員の皆様から御指摘いただきた

いと考えております。 

本日は、ぜひとも忌憚のない御意見、御指摘を賜りたいと思いますので、ぜひともよろ

しくお願いします。経済産業省としても、とにかく研究開発が研究開発だけで終わるので

はなく、きちっと成果に結びつくようにしていきたいと考えておりますので、ぜひ御協力

いただければありがたいと思います。 

以上であります。よろしくお願いします。 

○金地技術評価調整官 

田中審議官、どうもありがとうございました。 

それでは、鈴木座長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○鈴木座長 

それでは、2023年第１回目のワーキンググループです。皆さん、よろしくお願いします。 

まず初めに、事務局から会議の公開方法の御説明と資料の確認についてお願いします。 

○金地技術評価調整官 

本日はオンライン開催となっておりますので、傍聴についてはYouTube配信により行って

おります。 

続きまして、配付資料の確認になります。本日の会議もペーパーレスで行わせていただ

きます。委員の皆様には、事前に電子ファイルを送付させていただいております。 

本日の資料は、資料１から６、補足資料１から３となっております。御確認いただけれ

ばと思います。 

会議中、操作に関して不明な点や不具合等ございましたら、Teamsのメッセージにて事務

局までお申しつけください。よろしくお願いいたします。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。 

それでは、本日は、研究開発プロジェクトの中間評価が１件、終了時評価が１件、複数
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課題プログラムの中間評価が１件、以上の審議と、経済産業省研究開発評価指針及び指針

に基づく評価項目・評価基準の改正の報告を予定しております。 

審議は全て公開とし、配付資料も公表といたします。 

それでは、議題１、放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究事業（中

間評価）について審議に入らせていただきます。 

○金地技術評価調整官 

それでは、説明者の持ち時間は15分とし、持ち時間終了５分前と終了時点でTeamsのチャ

ットでお知らせをいたしますので、説明を終了してください。よろしくお願いいたします。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

原子力立地・核燃料サイクル産業課長の貴田でございます。お手元の資料に基づいて御

説明をさせていただければと思います。 

まず２ページでございますけれども、事業の目的でございます。我が国におきましては、

資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、使用済燃料

を再処理いたしまして、回収されるプルトニウム等を有効利用いたします核燃料サイクル

の推進を基本方針としてございます。回収されたプルトニウムにつきましては、ＭＯＸ燃

料に加工されまして、プルサーマル発電に使用されるということでございますけれども、

これによって発生する使用済みのＭＯＸ燃料、この再処理過程で発生いたします高レベル

廃液につきましては、いわゆる使用済みのウラン燃料に比べまして長寿命かつ発熱性の高

い核種が含まれると。さらに、この使用済ＭＯＸ燃料から発生する再処理廃液には、白金

族元素等の不純物が含まれるということで、こういったものに対応したガラス固化プロセ

スが必要だと考えてございます。 

また、もう一つ、燃料加工施設で様々なウランの物質を取り扱うわけでございますけれ

ども、ここから発生いたしますウラン廃棄物につきましても、この中のウラン濃度が高い

場合には地層処分の可能性もございますため、これをなるべく抑制することによりまして、

地層処分の処分施設に与える負荷を軽減する必要があると考えてございます。 

こうした理由に基づきまして、本事業におきましては、処理、処分に当たっての長期的

なリスク低減の観点から、１つはガラス固化技術の基盤整備、もう一つはウランの分離回

収技術の開発を実施しているものでございます。 

なお、本事業におきましては、今申し上げた２つの事業以外にＣとＤと書いてございま

す。使用済ＭＯＸ燃料処理技術の基盤整備、それから低レベル放射性廃棄物の除染方法の

検討というものがございますけれども、Ｃにつきましては2021年度に開始したばかりであ

ること、それから、Ｄにつきましては2017年度に終了した事業でございますので、本評価

の対象外とさせていただいてございます。 

それから３ページを御覧いただきますと、事業の目的でございますけれども、実施期間、

それから実施形態、金額等々について記載させていただいてございます。 

次、４ページを御覧いただければと思います。本事業の政策的な位置づけということで
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ございまして、核燃料サイクルと地層処分について解説させていただいております。発電

所で発生した使用済燃料を再処理しまして、ウラン、プルトニウムを回収いたしまして、

ＭＯＸ燃料として使用するということでございます。これによりまして、赤枠のところで

ございますけれども、発生いたします放射性廃棄物の量を減らす、あるいはその有害度を

天然ウラン並みの有害度まで低減する期間が短くなる、それから資源の有効利用といった

政策的な意義があると考えてございます。 

次、５ページを御覧いただければと思います。こういったことから、一昨年、閣議決定

いたしました第６次エネルギー基本計画におきましても、核燃料サイクルの推進を基本的

方針とするということを明記した上で様々な研究開発、技術開発を推進することを掲げさ

せていただいているものであります。 

次、６ページを御覧いただければと思います。この事業につきまして当省（国）が実施

することの必要性ということでございますけれども、本事業で対象といたします原子力発

電所や核燃料サイクル施設等から発生する廃棄物につきましては、当然、事業者に処分責

任があるということでございますが、様々な廃棄物に適した処理、処分方法の選定と、そ

れに対応します信頼度の高い技術を開発することは、技術的難度が高いとともに、開発費

用と長期の開発期間を要するということでございます。したがって、民間事業者にとって

は開発リスクの高い事業であり、国の事業として主導で行う必要があると考えてございま

す。 

２つ目のポツで、使用済ＭＯＸ燃料の再処理により発生いたします高レベル放射性廃棄

物のガラス固化技術につきましては、最終処分という国が前面に立って進めている課題の

解決に資するものでございます。また、２つ目のウラン廃棄物の減容化、有害度低減技術

につきましても、将来の核燃料サイクル施設の円滑な廃止措置に資するものと考えてござ

います。 

こういったガラス固化技術は大変困難性を伴う研究課題でございまして、各国におきま

してもその取組を国の研究機関、開発機関がプロジェクトとして主導していることが見ら

れまして、我が国においても国が前面に立って、オールジャパンの体制で対応してまいり

たいと考えているところでございます。 

それから７ページを御覧いただきますと、国内外の類似する研究開発の状況ということ

でございます。まず、国内におきましては2020年１月以降、国内の原子力発電所から発生

いたしました、いわゆる使用済ＭＯＸ燃料が42トンございます。それから、今後もプルサ

ーマルを継続していきますと、一定の使用済燃料が発生してくる状況にございますので、

このための技術基盤の整備は喫緊の課題であると考えてございます。 

それから、海外におきましては、フランス等におきまして使用済ＭＯＸ燃料の再処理を

行った実績が既にございます。特にフランスにおきましては、我が国と同様に使用済燃料

の再処理を行いまして、回収されたプルトニウムをＭＯＸ燃料として発電に用いるという

同様の仕組みとしてございます。さらに、ガラス固化ですとか地層処分の計画も我が国と
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共有しておりまして、現在でも様々な研究開発が実施されているということでございます。 

それから、ウランの分離回収につきましては、韓国におきまして様々な開発が行われて

おりますほか、回収技術についてはフランス、アメリカ、ロシア等でもそれぞれに様々な

研究を実施しているということでございます。 

それから８ページを御覧いただきまして、本事業の全体構成でございます。１つ目のＡ

がガラス固化技術の基盤整備、Ｂがウラン分離・回収技術の開発ということで、それぞれ

図示させていただいた体制で実施しているということでございます。 

それでは、次のページ以降、まずガラス固化技術の基盤整備についてお話をさせていた

だければと考えてございます。 

まず、ガラス固化技術の基盤整備については、全体構成につきましてはこちらに示した

とおり、各開発項目に対して大学でありますとか民間研究機関が参画して取り組んでいる

ということになってございます。 

次の11ページでございます。それぞれの課題に対しまして単独で実施するのではなく、

図にお示ししていますように連携をして実施しているということでございます。 

それから12ページでございます。こちらは事業終了年度である令和６年度までの研究開

発ということでございます。 

それから、13スライドから15スライドまででございますけれども、資金配分ですとか体

制図、知財等の扱いについて記載させていただいてございます。 

それから、スライドの16以降22までを御覧いただきますと、研究開発目標でございます。

先ほど御紹介しました開発項目につきまして、それぞれ中間目標、最終目標を定めており

ます。 

また、スライド19以降からは、中間目標に対する成果、それから達成状況をお示しさせ

ていただいてございます。時間の関係で個別の御説明は割愛させていただきますけれども、

いずれの項目につきましても、中間目標につきましては達成している状況でございます。 

それから、スライドの23ページを御覧いただければと存じます。こちらは論文発表等の

実績となってございます。 

以上がガラス固化のほうでして、次、スライド24以降でございます。ウランの分離・回

収技術の開発というパートについて御説明させていただければと思います。 

25ページです。この表でお示しさせていただきましたとおり、ウラン分離技術の開発に

つきましては、新金属協会、それからウラン回収及び安定固化技術の開発は、まとめてＪ

ＡＥＡを中心に大学、民間等が連携して実施しているといった体制になってございます。 

それから、スライド26を御覧いただければと思います。こちらも先ほど同様、事業終了

年度でございます令和６年度までの研究開発をお示しさせていただいてございます。 

スライドの27でございます。資金配分。 

それからスライド28、研究開発の実施・マネジメント体制を記載させていただいてござ

います。 
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それから29でございますけれども、知財や研究開発データの取扱いを記載させていただ

いてございます。 

次のスライド30でございますけれども、ここ以降、研究開発目標ということで設定をさ

せていただいてございます。先ほどのガラス固化技術の基盤整備と同様に、中間目標及び

最終目標をそれぞれ定めてございまして、32ページからそれぞれの中間目標に対する成果、

達成状況等をお示ししているところでございます。 

こちらも時間の関係で個々の詳細な御説明については割愛させていただければと思いま

すけれども、こちらにつきましても、いずれの項目についても中間目標で設定いたしまし

たものを達成している状況になってございます。 

それから、スライド35ページでございますけれども、論文発表等の実績となってござい

ます。 

次に、スライド36ページ、事業アウトカムについて御説明させていただければと思いま

す。事業全体としてのアウトカムにつきましては、放射性廃棄物の長期的なリスク低減の

観点から減容化、それから有害度低減化技術の実証、実用化の道筋を立てるということと

なってございます。 

また、これを達成するために多様な使用済燃料から発生いたします高レベル放射性廃液

の性状に応じたガラス固化技術の基盤整備を行うこと及びウラン分離回収プロセスの条件、

制度の確定、処理システムの基盤整備をそれぞれの取組のアウトカムということで設定さ

せていただいているところでございます。 

スライドの38ページを御覧いただきますと、ロードマップにつきましては、今御説明を

させていただきましたアウトカムの達成によりまして、2024年度までにそれぞれの技術基

盤が整備できると考えてございます。この基盤技術に基づきまして、実用化に向けた実証

試験、それから詳細設計等を実施することによりまして、本技術の実用化、ひいては放射

性廃棄物の減容化、有害度低減による処分場への負荷軽減、それから放射性廃棄物の安定

的な処理方法の確立に結びついてくると考えているところでございます。 

39ページを御覧いただければと思います。本事業の費用対効果でございます。本事業で

実施しておりますガラス固化技術の開発によりまして、ガラス固化体の発生量は約15％か

ら20％低減できると考えられまして、こういったものを費用換算しても１兆円程度のコス

ト削減効果が見込めると試算させていただいてございます。 

それから40ページを御覧いただきますと、ウランの分離回収技術については、同様に様

々な技術開発の結果として想定される費用を６億円程度まで圧縮できると試算してござい

ます。 

それから、スライド41ページでございます。前回評価の指摘事項と対応状況ということ

でコメントさせていただいてございます。詳細については、時間の関係で割愛させていた

だきます。 

42ページを御覧いただきますと、同様に前回からの御指摘でございますけれども、それ
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ぞれしっかりと対応して研究開発をしているところでございます。 

それから、43ページにつきましても同様でございます。 

44ページ以降です。今回の評価検討会の評価について御紹介させていただければと思い

ます。 

45、46ページについては、委員構成、審議経過で飛ばさせていただきまして、47ページ

を御覧いただければと思います。総合評価といたしましては、本事業の方向の妥当性及び

国の取組として必要不可欠なものであり、引き続き精力的に研究開発を推進されることを

期待するというコメントをいただいてございます。 

一方で、得られた成果の対外発信、特許等に関する資産化を進めること、具体的な取組

内容、マネジメントの進め方に関するコメントもいただいているところでございます。 

それから48ページでございます。提言及び対処方針について御紹介させていただきます。 

１点目として、シナリオ評価などに基づいて全体を一気通貫として実施した場合の問題

点を抽出すること。また、アウトカム目標の具体化に向けて早期のロードマップ策定を期

待する等々の御意見をいただいてございます。 

２点目としまして、本事業の推進、評価は、ベネフィット、バリューを念頭に置いた計

画、評価を行い、多くのステークホルダーから理解される事業にするとともに、丁寧に情

報提供することを期待するというコメント。 

それから３点目としまして、高レベル放射性廃棄物の処理を進めるための追加的な技術

の開発、バックエンドプロセスを起点とした核燃料サイクルの高度化、それから将来の原

子力利用シナリオの定量的な分析及び廃ウラン触媒の処理処分研究といった課題に対して

の取組に期待するというコメントをいただいてございます。それぞれに対応する方針を書

かせていただいてございます。 

最後、49ページでございます。評点結果についてでございます。各評価委員よりいただ

きました評点の平均を算出させていただきまして、以下のとおりとなってございます。 

私からの説明は以上でございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、今御説明いただいた内容に対して御質問、御意見

がありましたらお願いします。 

最初に、私から確認を幾つかさせていただきたいのですけれども、ガラス固化体の製造

というのは、通常燃料から発生するものについては、もうかなり実績があると思うのです

が、最近の運転実績とかというのはいかがなっておりますでしょうか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

御質問いただいたのは、再処理のということですか。それとも、プルサーマルのという

ことでございますか。 

○鈴木座長 

再処理のことです。 
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○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

再処理につきましては、まず通常のウラン燃料の使用済燃料につきましては、六ヶ所の

再処理施設におきまして再処理をするということで、今、六ヶ所再処理施設の竣工に向け

た取組がなされているところでございます。これは今、新規制基準の対応中ということで

ございますので、目下2024年度上期のできるだけ早期という竣工目標を日本原燃のほうが

立てまして、これに向けて今、対応しているということでございます。 

それから、震災前でございますけれども、アクティブ試験まで行ってございまして、こ

の中で一定量の使用済燃料、ウラン燃料を再処理したという実績が過去にはございます。 

○鈴木座長 

だから、アクティブ試験でかなりの本数をやられたのですよね。数百本かなにか…… 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

おっしゃるとおりです。ちょっと正確に何本かというのはあれですけれども、数百体レ

ベルで実証したということでございます。 

○鈴木座長 

それで、震災以降はずっとアクティブ試験が止まっているということですか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

新たなウラン燃料の処理はやってございません。まさに震災後の新たな規制基準に基づ

く安全対応をまずはクリアするということで注力しているところでございます。 

○鈴木座長 

もう一つ、これに関係して、使用済燃料の中間貯蔵施設の竣工見通しとかはどうなって

いますでしょうか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

中間貯蔵につきましては、今、各社におきまして、それぞれ保有しております使用済燃

料が異なりますので、それぞれの保有量に応じまして、使用済燃料をどのように保管して

いくのか、いつどれぐらいのキャパシティを持っていくのかという計画をつくって実施し

てございます。その中で、一部の会社におきましては、いわゆる乾式貯蔵ということでド

ライキャスクに入れたような形で、新たな貯蔵施設を発電所構内に設置するとか、あるい

は独立した中間貯蔵施設を設置するということで計画してございます。 

今のところ、日本原電が実用化されていますけれども、ほかのものについては、新規制

基準の下で安全審査を今、鋭意取り組んでいるところでございます。 

○鈴木座長 

一番大きいのは、むつ市の中間貯蔵施設だと思うのですけれども、もうそろそろできる

頃なのですか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

むつ市の中間貯蔵施設につきましても、事業者の目標としては2023年度中の事業開始を

目指すというのを仮の目標として掲げさせていただいておりますけれども、目下これに向
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けて安全規制の対応、それから工事を実施している状況でございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。それでは、浜田委員、お願いします。 

○浜田委員 

浜田です。質問させていただきます。 

まず、定性的には目標達成していますということで御説明いただいているのですけれど

も、定量的に本当にどの水準まで来ていて、あと２年間でどれだけ達成できるというとこ

ろのイメージがちょっとつかみづらかったというのが１つ印象としてあります。論文、知

財等の発表数を見ても、あまりなかったというところもありますので、外から水準を推し

測るのも難しいので、それに対する何かしらのご説明が欲しいというのが１つ目です。 

続けて言ってしまいますと、資料２が報告書になっていると思うのですけれども、47ペ

ージから先なのですが、評価検討会のまとめをいろいろされていて、上の段で「目的に沿

った新たな試験や研究開発が行われているように見え」なのですけれども、目的に沿った

試験や研究開発が行われているように見えって、そうでなければ困るというレベルな感じ

がしまして、委員の発言をそのまま入れていらっしゃるからそうなっているのかなとは思

うのですが……。 

さらに51ページにまとめたものがありますが、やはりＢの事業のほうなのですけれども、

下のほうに行きますと「特にＢについては」とあります。「この部分に対してどのような指

標・目標が設定されているかが不明確である」とか、それに対して「検証はしにくく、具

体的でなかった」ということが書かれています。 

それから53ページでも、ちょっと意味が分からなかった言葉があるのですけれども、一

番最後に「状況適応的なものにはなっていないことを示すことも必要に思う」というのが、

何を説明していらっしゃるかちょっと分からなかったというのがあります。 

それから55ページを見ていただきますと、やはり一番下のほうで「この観点で、どのよ

うな評価体系を維持してきたかマネジメントの構図が分かりにくい」とありまして、総合

して見ていきますと、どうもＢのほうに関してちょっと明確性がないということが大分書

かれているように思います。ＡのテーマとＢのテーマで結構ステージが違っていて、これ

から先の２年間でどの段階まで達成できるのかということがもう少し明示される必要があ

るのかなと感じましたので、それに対する何かしらの御発言をいただけるとありがたいと

思います。 

○鈴木座長 

いかがでしょうか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

ありがとうございます。１点目のアウトプットのところが見えにくいというところにつ

きましては、先ほど説明をかなり割愛させていただいてございますけれども、それぞれの

中間目標に対する成果、意義というのは、一個一個確認させていただいて、さらに評価委
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員会のほうでも確認していただいてございますが、それぞれの目標がかなり細分化された

ものになってございますので、ちょっと分かりにくいところは確かに否めないと思います

が、少し分かりやすく御説明できるような工夫はしていきたいと思ってございます。 

それから２点目のＡ事業とＢ事業の違いということでございますけれども、確かにＡ事

業とＢ事業、そもそもの事業の目的、それからステージがやや異なっている面もございま

すので、そういったものを踏まえた御説明をこれからしていきたいと思ってございます。 

ちょっと補足で担当からも少し御説明させていただきます。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 仁科課長補佐） 

サイクル課の仁科のほうから補足させていただきます。 

まず、先ほど貴田より説明がありましたけれども、Ａ事業とＢ事業でステージが違うと

いうのは、Ａ事業に関しましては、ある程度確立したプロセスを高度化していくという観

点から進めているものという位置づけとなっているのに対して、Ｂ事業に関しては、プロ

セスの選定から進めているところもありまして、まず、ここまでの事業におきましては、

どういったものが適性が高いかという観点から選定したというところが現状の段階となっ

ております。 

その選定したプロセスに対しまして、今後ウランの分離側、あるいは回収側と連携して、

前段、後段、俯瞰して見て最適化を図るというところで目標の設定ですとか、具体的に申

し上げますと、例えば回収事業のウラン回収率の設定とか、そういったところは今後、何

を指標として進めるのか、あるいは回収して残った残渣、ごみのようなものを後段に引き

渡すときに、例えばどれぐらい以下にすればうまく固化できるのかといった検討を進めま

して設定していくものであると考えております。 

補足は以上になります。 

○浜田委員 

ありがとうございます。そういったことが分かる報告書であるべきでないかなと思いま

す。最終段階では、あと２年でどこまでいくのということがきちんと書かれるべきではな

いかと思いましたので、意見申し上げました。 

以上です。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、次、亀井委員、お願いします。 

○亀井委員 

どうもありがとうございました。燃料サイクルの確立に向けた非常に重要な技術開発だ

というのは理解しておりますし、個々の技術レベルでは確実に進んでいるのだろうという

ことも理解いたしました。その上で３点質問させてください。 

１点は、多分、浜田委員と趣旨が同じかもしれないのですけれども、例えばガラスの固

化技術に関しては、４つワーキングパッケージがあって、非常に参画者が多いという性格

かなと思います。それと、ウランの分離回収に関しては、分離と回収ということが不可分
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の関係にあるのかなと思います。 

それで、それぞれのパッケージの中の体制というのは非常によく分かるのですけれども、

実際にこの技術を実用化まで結びつけるためには、それぞれのインターフェースはどうあ

るべきかとか、全体最適なシステムになっているのかという点で、常に計画の見直しとか

調整は必要だと思うのです。そういう全体最適化のための責任はどこにあるのか、体制上

どこに位置づけられるのかというのが最初の質問です。 

２つ目は、実際に実用化するために線表がありましたけれども、実はこれ、非常に足の

長いプロジェクトかと思います。今回が2024年度までということなのですけれども、それ

以降に関してもスムーズに引き継げるような準備になっているのかというのが２つ目の質

問です。 

３つ目は、先ほども評価報告書の中にもあったのですけれども、特許がほとんどないと

か、特許に関する記載があるのですが、これ冷静に考えてみると、再処理技術に関して参

画する人は非常に限られているでしょうし、例えば今回の技術が仮に海外で登用されたと

しても、そこは現地での話になるので、多分、日本の事業者が不利益を得るということは

なくて、特許を取ることの意味がどこにあるかが私自身理解できなかったのですけれども、

その辺はどのように整理なさっているのでしょうか。 

すみません、３点お願いいたします。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。お願いします。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

ありがとうございます。まず１点目の御指摘でございますけれども、御指摘のとおり、

前者の研究開発については４つの項目があって、それぞれの体制、それから後者について

は２つの体制があってということで、先ほど申し上げましたように質的にもそれぞれ違う

ステージにあるものでございます。 

それで、全体のシナジーとか、そういったものは当然、私どもも実施しています立場か

ら、しっかりとコーディネートしていかなければいけないと思います。その上で、当然、

参画している各事業者及び研究機関をうまく調整していく、連携を取っていくということ

もやっていきたいと考えてございます。いずれにしても、我々、しっかりとしたコーディ

ネーションは重きを置いてやってまいりたいと思ってございます。 

それから２点目の、６年度までの事業の後、最終的な目標達成に向けた道筋ということ

でございますけれども、まずは６年度までの事業を基盤的な研究開発の事業としてしっか

りと実施させていただきまして、その先につきましては、その成果をしっかり見極めた上

で、さらに必要な研究開発について特定し、計画していくということで考えているところ

でございます。 

特許のところも含めて、ちょっと担当から補足をさせていただければと思います。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 仁科課長補佐） 
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特許の部分に関して若干補足させていただきます。 

本事業、ガラスの事業に関しましては、適用している技術は様々なのですけれども、海

外から輸入したような技術も含まれておりまして、そこからいわゆる国内で利用するに当

たって、最適条件ですとか高度化を図っているということになります。 

海外から輸入したものに対してプラスアルファで開発したものに関しては、事業者の資

産、財産になるものですので、そういったところに関しては適宜特許を取得して、外に出

ていかないようにと考えているところでございます。 

最適化に関しましてですけれども、まずガラス事業に関しましては、こちら今表示して

いる２番以降のものを最適化するに当たって、シナリオ検討の中で検討を行ったりですと

か、あるいは各事業者が集まって年に数度、打合せを行いまして、それぞれの連携を図り

ながら最適化を進めている状況にあります。こちらはガラスに関しましてもそうですし、

Ｂに示しておりますウランの事業に関しても同様に検討を行っているところでございます。 

私からは以上です。 

○亀井委員 

どうもありがとうございました。承知いたしました。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、竹山委員、お願いします。 

○竹山委員 

ありがとうございます。今ちょっとお答えいただいたところで回答が含まれていると思

ったのですけれども、国内外の類似・競合する研究開発等の状況というところは雑駁に書

いてあるところで、研究開発の特許とか競業のようなスタンスとか、その辺りは本当は理

解していないと、私たちのほうも特許出ていないじゃないかの一言では済まないと思って

いて、今お話を伺ったら、やはり海外から持ってきている技術というのは、海外での特許

を使わせていただいている、それに足しているという状況が多いのだなということを少し

理解したのですけれども、全体的にこの内容自身が日本国だけでなくて、世界、グローバ

ルでの課題でもあるところでの技術開発となると、本当に国際協調でやるべきところと、

その中で日本独自のアプローチというところで特許化はできると思うのです。 

そこを見ていると、日本独自のところが分かりづらくて、特徴を有していると文章では

書いてあるのですけれども、全体的に同じモノトーンで書かれてしまっているので、そこ

が分かると、そこに関しては全体の中で世界における日本の立ち位置を出せるところと、

あと技術力として特許等も含めた形で理解できるのですが、そこの辺りが全体的に不明瞭

かなという印象を受けました。その点いかがでしょうか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

ありがとうございます。御指摘のとおり海外では、特に前者の事業については、ここに

書いてありますとおり、フランス、ドイツ、ロシア、イギリス等々で再処理を行った実績

があるということでございますが、この資料にもございますとおり、フランスについては、
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我が国と同じように核燃料サイクル政策？ということでやってございますので、研究開発

を協力できる部分は多分にあると思っております。 

それから、我が国の、今ウラン燃料の再処理をしている技術もそもそもフランスから一

部導入したという経緯もありますので、技術基盤という意味でもかなり共通点があると思

っております。したがって、御指摘いただいたように、フランスとの間の研究開発協力と

いうのは、積極的に進めていきたいと考えてございます。 

さはさりながら、細かいところに入っていきますと、日本とフランスでやり方が違うと

ころも多々ございます。それから、フランスはフランスの燃料でやっているとか、フラン

スの規制基準の下でやっているとか、そういう違いもございます。それから、将来、日本

が我が国でやろうとしたときに、やはり彼らが持っているものだけではなくて、全体とし

ての基礎基盤的なものがないと応用が利かないという問題もございますので、そういうと

ころも種々勘案しながらやってまいりたいと考えてございます。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 仁科課長補佐） 

担当のほうから少し補足させていただきます。 

ウランの技術で参考例を挙げますと、こちらウラン回収技術の比較ということで、いわ

ゆる種々の特徴を有していると書いた部分なのですけれども、それぞれ海外を含めていろ

いろな技術を適用されているわけなのですが、先ほど貴田より申し上げたとおり、いわゆ

る規制基準ですとか、各国が置かれているバックグラウンドが異なりますので、どこに重

点を置くかということでプロセスを選定する必要があると思っております。 

ですので、特徴を有していて、それぞれどこが優れているのか、全体全てが優れている

プロセスがあれば一番いいのですけれども、なかなかそういった都合のいい技術もそんな

にないところで、今回はこの中でも、例えば廃棄物の発生量が少ないですとか、そもそも

分離した上で二次的な廃棄物、プロセスの中で出てきた廃棄物が少ないとか、そういった

ところの観点から選定したりしているところでございます。こういったところに関しては、

海外の事例なども含めて、適宜検討してまいりたいと思っているところでございます。 

私からは以上です。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。竹山委員、よろしいでしょうか。 

○竹山委員 

これほどやり方に差があるのは、例えばやり方の標準化が必ずしも適切ではなく、例え

ば将来的に海外に技術輸出をするとかなったときには、輸出できる先は限定的であるとい

う理解でよろしかったですか。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

そもそもが機微技術である面が相当程度ございますし、御指摘のとおりかと思ってござ

います。 

○竹山委員 
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ありがとうございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。浦野委員、何か御質問とかよろしいですか。 

○浦野委員 

大丈夫です。ありがとうございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。事務局のほうで、今日御欠席の委員の方から何か事前にコメン

トとかいただいたものはないですか。 

○金地技術評価調整官 

特にいただいておりません。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。 

では、私からも１点だけコメントですけれども、資料２の18ページを出していただけま

すでしょうか。先ほど浜田委員も指摘されたのと同じような感想を私も持っていまして、

これは中間評価ですので、主に注目すべきは最終的な目標だと思うのです。ここで書かれ

ているのを見ていくと、全てではないのですけれども、一部、最終目標のところが、例え

ばここに出ているのだと「検討する」とか、あと「解析を進める」とか、何をやるかとい

う手段の話になっていて、これは目標とは言い難い気がします。 

ですので、中間目標については過ぎてしまったことなので、今から修正する意味はない

のですけれども、最終目標に関しては、あと２年間で実際に何を達成するのか。何を実施

するのかではなくて、何を達成するのかというのが分かるような表現をちゃんと入れてい

ただきたいということです。何かレスポンスがありましたらどうぞ。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 仁科課長補佐） 

ありがとうございます。私のほうから回答させていただきます。 

それぞれ内容にもよるのですけれども、先ほど少し申し上げたとおり、プロセスの選定

から進めているものもございまして、なかなか定量的な値が現時点で設定しづらいところ

もございます。ただ、必ずしも全てがそうというわけではないのですけれども、定量的に

記載できるものに関しては適宜修正等、検討してまいりたいと思います。 

現時点で定量的な数値が書けないものに関しては、そういう検討を進めていく中で、あ

る程度定量化できたものに関して適宜目標の変更ですとか、そういったところは進めてい

きたいと思います。 

私からは以上です。 

○鈴木座長 

私が申し上げているのは、定量的な目標を書いてくださいという話ではなくて、例えば

「原料供給形態を検討する」とかというのが目標になっていますけれども、これは最適な、

あるいは日本の現状に適する原料供給形態を示すとか、そのための道筋をつけるとか、そ
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ういう達成目標を書いてくださいということを申し上げています。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

すみません、承知いたしました。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。 

それでは、そろそろ評価を決定したいと思います。幾つか御意見もあったと思いますけ

れども、そういう意味では表現等を少し考えていただいて、評価ワーキンググループの意

見として今申し上げたようなことも追記した上で、どういう表現の変更が行われたかとい

うのは私のほうで確認させていただくことにしたいと思います。そういうことで、本評価

ワーキングの意見としては、変更を前提として了承ということにしたいと思いますが、い

かがでしょうか。――ありがとうございます。 

それでは、以上で議題１のガラス固化技術の基盤研究事業（中間評価）を終了したいと

思います。ありがとうございます。 

○説明者（原子力立地・核燃料サイクル産業課 貴田課長） 

ありがとうございました。 

○鈴木座長 

それでは、ちょっと時間が超過してしまいましたけれども、議題２、省エネ型電子デバ

イス材料の評価技術の開発事業、終了時評価の審議に入りたいと思います。よろしくお願

いします。 

○金地技術評価調整官 

それでは、説明者の持ち時間は15分とし、持ち時間終了５分前と終了時点でTeamsのチャ

ットでお知らせをしますので、説明を終えてください。よろしくお願いいたします。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

私、化学物質管理課化学物質リスク評価室の濱口と申します。本日はよろしくお願いい

たします。 

今御紹介いただきましたとおり、機能性材料の社会実装を支える高速・高効率な安全性

評価技術の開発につきまして、補足資料２のスライドに基づきまして御説明させていただ

きたいと思います。 

まず、スライド２に行っていただきまして、事業の目的が記載されております。本事業

は、機能性化学物質の毒性を、ＡＩを活用して高速、効率的に予測する手法を開発すると

いったものです。この手法で機能性化学物質を開発するときの安全性評価のコストを削減

することによる新物質の開発促進と、安全性評価に係るエネルギー使用量削減に伴うＣＯ２

の削減を目指しております。 

本事業は、奈良先端科学技術大学院大学、以降は奈良先端大と呼ばせていただきますが、

船津教授をプロジェクトリーダーといたしまして、2017年度から５年間実施いたしました。 

本事業の政策的な位置づけ、背景についてですが、化学物質の安全性評価というのは、
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従来、動物実験により行われてまいりましたが、これは高い費用と時間を要するとともに、

動物福祉の点からも課題がございます。本事業では、世界初、日本独自の毒性発現機序に

関連する情報を提示することのできる論理的に毒性を予測するシステムの開発を目指しま

した。 

次のスライド４でございますが、当省が実施することの必要性ということで、産業競争

力につながる新たな化学物質の開発と安全性の確保は切り離せないものでありますので、

開発段階から化学物質の安全性を効率的に評価していく必要がございます。しかしながら、

安全性の予測評価手法の開発というのは、企業におきましては人材や資金等といった問題、

それから試験機関におきましてはインセンティブが働き難いといった問題がございます。 

また、こういった手法は、我が国全体の産業競争力強化につながるものでもございまし

て、エネルギー削減にも寄与するといった観点もございますので、産官学が連携して実施

する必要があると考えております。 

国内外の類似の研究開発状況でございます。海外で類似の予測手法開発が行われており

まして、例えばＯＥＣＤではＱＳＡＲツールボックスなどが提示されております。このよ

うに動物実験に代わる毒性予測手法というのは、欧米を中心に進んでおりますけれども、

これまでの手法は毒性発現機序が明確でないため、予測結果に不確実性がございます。本

事業で開発された手法は、毒性発現機序を明確にした上で論理的に毒性を予測するという

従来にない観点が取り入れられておりまして、より信頼性が高い手法になっております。 

こちらは研究開発の全体構成としまして、下の紫のところにございますけれども、本事

業では、実施内容としまして体内動態アプローチ、それから分子生物反応的アプローチ、

ＡＩ的アプローチの３つの研究開発項目を設定いたしました。 

各研究開発項目の内容でございますけれども、スライド７は項目と実施者の関係をお示

ししております。それぞれ各分野の第一人者を結集いたしました。 

各研究開発項目や成果の内容につきまして簡単に御説明させていただきます。 

まず、研究開発項目①(ａ)としまして、先ほど御紹介した体内動態アプローチになりま

す。ラットとヒトの薬物代謝とか体内動態の種差に関して研究を行いまして、また、ヒト

の生理学的薬物動態モデル、いわゆるＰＢＰＫモデルと言っておりますが、ヒトの代謝予

測のモデルを構築いたしました。 

次は研究開発項目①(ｂ)としまして、分子生物的反応アプローチと整理したものです。

こちらでは必要なインビトロ試験を実施しまして、細胞レベルで化学物質の生体分子反応

性や細胞応答性を評価、解析し、毒性発現機序に係る情報を整理いたしました。 

それから、研究開発項目②としましてＡＩ的アプローチです。今し方御紹介しました研

究開発項目①で得られました情報などを体系的に整理、作成したデータセットを一元化し

まして、肝臓、腎臓、血液毒性を対象に、ＡＩを活用しながら新規化学物質の特性から、

その化学物質が発現し得る毒性を論理的に予測するモデルを構築いたしました。これらの

モデルを統合し、システム化したものがＡＩ―ＳＨＩＰＳ統合的毒性予測システムとなっ
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ております。 

研究開発計画でございますけれども、まず初めに肝毒性を対象とした毒性予測モデルの

プロトタイプを構築しました。次に、血液毒性と腎毒性のそれぞれに対応した予測モデル

を開発いたしました。その後、それら３つの毒性予測モデルを統合し、ＡＩ―ＳＨＩＰＳ

統合的毒性予測システムを構築しております。 

５－２としまして、資金配分でございます。右下の合計にございますけれども、トータ

ルで約20億円でございます。 

５―３としまして、研究開発の実施・マネジメント体制でございます。全体マネジメン

トは、冒頭御紹介しましたとおり、プロジェクトリーダーとして奈良先端大の船津教授に

行っていただきまして、個別テーマとしまして、各チームリーダーを置くといった体制で

進めてまいりました。 

また、事業を効果的に進められるように、外部有識者で構成される研究開発推進会議を

設置しまして、事業の進め方などにつきまして指導、助言を受ける体制といたしました。 

知財や研究開発データの取扱いでございますけれども、本事業で発生いたしました知的

財産とデータや情報につきましては、当省の委託研究開発における知的財産マネジメント

に関する運用ガイドラインを踏まえ作成いたしまして、管理、運用も行っております。本

事業終了後につきましては、事業参加者の合意に基づきまして、奈良先端大が現在管理さ

れています。 

研究開発目標でございますけれども、４つの技術テーマに分けて、中間目標と最終目標

を表にまとめさせていただいております。この内容や成果につきましては、先ほど４―２、

スライド８から10になると思いますが、そこで触れましたので、ここでの御説明は時間の

都合上、割愛させていただきたいと思います。右から２番目に各技術テーマの達成状況を

お示ししておりますが、いずれのテーマも目標を達成いたしております。 

次、スライド18をお願いします。活動指標でございますけれども、本事業の成果につき

ましては、180を超える講演や論文等の発表を行っております。 

事業のアウトカムでございますけれども、本事業におきましては、ＣＯ２の削減と新規化

学物質の開発件数の増加をアウトカムとしております。新規化学物質の開発件数につきま

しては、現状を踏まえまして見直しを行っております。それに伴いましてＣＯ２の削減量も

見直し、10年後の新規化学物質の開発件数を800件、ＣＯ２削減量を約７万トンと修正して

おります。こちらの御説明は、御覧いただいていますスライドの右下にございます２つ目

のポツの「なお」から記載させていただいております。 

事業アウトカム達成に至るまでのロードマップ、スライド21をお願いします。向かって

左側が本事業の実施時期で、右にアウトカムを記載するという時間軸で表しております。

アウトカムの達成に向けましては、本システムの利用を普及させていく必要がございます

けれども、本システムを関係者に利用していただき、そのよさを理解していただきながら

認知度を高めていくことが最初のポイントと考えております。そのため、現在、本システ
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ムの無償提供や情報発信を行っているところです。 

また、海外の予測システムとの連携の可能性や活用できる情報を調査し、より予測精度

を上げていくことも普及に寄与すると考えております。 

さらに、国内外の活用実態を確認しながら、将来の法的受入れを見据えつつ、このシス

テムの普及促進、アウトカムの達成につなげてまいりたいと考えております。今の御説明

の内容は、真ん中の緑のところで表しているところで、ポンチ絵としてお示しさせていた

だいているところです。 

スライド22でございますが、費用対効果でございます。新規化学物質の開発に必要とな

る動物実験の費用は、国内全体で年間100億円ほどと見込んでおります。ですので、先ほど

御紹介しました本事業に要した経費と比較しまして、費用対効果は十分なものではないか

と考えています。 

スライド23から25になりますが、前回評価の指摘事項と対応状況でございます。評価検

討会におきまして５つ御提言をいただいておりまして、スライド23と24にお示ししており

ます。上から２つ目と、スライド24の最後の欄に記載しておりますけれども、御提言によ

り、開発時当初は計画していなかった化学系企業等の研究開発担当者で構成されたユーザ

ーコンソーシアムを設置しております。事業終了後の継続的なデータ取得などに関する検

討を行い、課題を整理いたしておりまして、また、そのシステムの要望もお聞きしながら、

中間評価以降、システム自身のブラッシュアップも行ってまいりました。 

スライド25に産構審の評価ワーキンググループでいただいた御意見２点につきましての

対応状況をお示ししております。１つ目は、アウトカムの達成に向けた計画についてです。

アウトカムの達成には、本システムの普及が最初のポイントとなりますので、将来のユー

ザーとなり得るコンソーシアムメンバーの意見を聴取しながら開発を推進しました。現在

も奈良先端大を中心としまして、本システムの普及などについて検討を行っているところ

です。 

２つ目は、本システムの海外との位置づけについてです。本システムが毒性発現機序に

基づき毒性を予測する全く新しいシステムでございまして、効率的かつ高精度な毒性のス

クリーニングが可能となっておりますことから、海外のシステムと比較しても優位性が期

待できるものとなっていると思っております。また、英語表示もできるようにしておりま

すので、海外でも幅広く活用されることが期待されるものと考えております。 

次、Ⅱ．評価検討会の評価ということで、本日の産構審評価ワーキンググループに先立

ちまして開催いたしました評価検討会の結果を御紹介させていただきます。 

まず、スライド27には委員構成、スライド28に審議経過、日付等についてお示しさせて

いただいております。 

スライド29でございますけれども、総合評価でございます。本手法の開発は、産官学連

携で取り組むべき課題であること、本事業は産業競争力強化や環境負荷低減への貢献、新

しい予測モデルの構築といった点で高く評価できると評価いただいております。また、社
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会実装に向けては、今後も継続的な取組が必要であるとの御指摘もいただきました。 

今後の研究開発の方向等に関する提言と対処方針ということで、スライド30と31にお示

しさせていただいております。いただいた御提言というのは大きく４点ございまして、ア

ウトカム達成に向けたもの、それからシステムの継続的な運用、次のスライドになります

が、国際展開等、行政利用への取組という４点に整理させていただきました。 

まず、スライド30のアウトカム達成に向けてにつきましては、本システムの利用開始ま

でのバリアをいかに低減できるかが課題であり、他分野の化学物質への応用を普及の視野

に入れることが費用対効果の面からも望ましいとの御提言をいただきました。当方といた

しましては、引き続き学会等での情報発信や広報活動等を通じまして、システムの認知度

向上を行うとともに、化学物質を取り扱う様々な事業者への利用拡大の法則を検討してま

いりたいと考えております。 

次のシステムの継続的な運用につきましては、情報の拡張やモデルの高度化のためにも

継続的な活動が必要であり関係者が適切に役割を分担することで社会実装につなげていく

ことができる。そのためにシステムを継続的に利用できる体制の構築や実施マネジメント

体制の整備を行い自立的運営を目指すべきとの御提言をいただきました。当方といたしま

しては、まずはマネジメント体制の整備に向けた課題を整理した上で、その後システムの

管理者、利用者が担うべき役割や自立的運営に向けた体制の在り方等を検討してまいりた

いと考えております。 

次、スライド31になります。国際展開につきましては、世界の化学物質を取り巻く環境

に対応していくために国際連携を一層深める必要があるということと、本システムの標準

化等の戦略を検討すべきという御提言をいただきました。当方としましては、ＯＥＣＤの

場で本システムを紹介するなど、関係者との意見交換を始めているところでございますが、

海外の毒性予測システムとの連携可能性についても検討を進めながら、国際連携を深めて

いきたいと考えております。 

最後の行政利用への取組についてですが、本システムの予測結果の法的受入れが望まれ

るが、それには本システムの利用拡大が後押しするものも思われる。その一方で、現時点

では行政利用に十分ではないため、確実に評価できる条件設定を行うことが必要となる旨、

御提言いただきました。本事業は、先ほど御説明させていただきましたとおり初期の目標

は達成いたしましたが、御提言にありますとおり法的受入れには種々の課題があると認識

しております。本システムによる毒性予測結果を有害性判断に用いる場合の基準や利用で

きる範囲などを評価し、具体的な対応について検討を進めてまいりたいと考えております。 

最後に、スライド32になりますが、評点法による評点結果ということで、１から６の評

価項目は全て２点以上、７の総合評価は2.6点でございました。５のロードマップの項目が

最も低い評価でございましたが、これはアウトカム達成までの工程が定性的で見通しが難

しい面があることによるものと考えております。 

駆け足で大変恐縮ですが、私からの御説明は以上でございます。よろしくお願いいたし
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ます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、御説明いただいた内容に対して質問、意見等ある

方がいらしたらどうぞ。浦野委員、お願いします。 

○浦野委員 

浦野です。ありがとうございました。 

１つ目が感想、２つ目が意見・コメントなのですけれども、１つ目、既に指摘されてい

ますように、社会実装というか、これからの普及が最も重要かと思います。そのためにコ

ンソーシアムを実際に立ち上げられて、そこの中でもアニメーション化とか、そういった

工夫をいろいろされたという点は大変意欲的で、評価できると感じて聞いておりました。 

もう一点は成果の活用についてです。今回のインシリコでのモデルの基本的な目的とし

て、コストの話、スピードの話が出てきたかと思うのですけれども、これまでの実験方法

からの単なる代替だけではなくて、(1)、(2)で解明できたメカニズムの応用先というか、

活用先というのもあるのかなというところをお聞きしたいです。例えば医学系、薬学系の

ところでそういった知見が生かされて、また何かいいことがあるのであれば、そちらに向

けた成果であるとか、そういったものの可能性みたいなものも書かれるといいのかなと思

いました。 

以上です。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございます。今お話にもございましたとおり、化学物質自体は幅広い分野で

活用されるものですので、この評価も１つのツールとして、より広いところで使っていた

だけると良いと思っておりますし、テクニカルな内容の詳細が必要であればプロジェクト

リーダーに御説明いただきますけれども、メカニズム自体も応用可能なのではないかと思

っています。ただ、私ども自身は足元、化学物質の評価としまして、まず自分自身の展開

を進めていきたいと思っておりますが、医学、薬学とか同じような範囲で応用していただ

けると、我々としても非常にありがたいと思っております。 

○浦野委員 

機能性材料以外の材料開発に生かすと書かれている箇所でも、できれば具体的な可能性

を掲げるといいなと思うのと、今おっしゃってもらったように、例えば毒性発現メカニズ

ムがクリアになって、それが今回の日本の研究のすごく進んでいるところだというお話だ

ったので、医学系、薬学系に関しても可能性があるのであれば、どこかでコメントいただ

けるといいのかなと思った次第です。 

ありがとうございました。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございます。補足的に記載するかどうかということについては、研究開発課

とも相談して、検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。 
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○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、亀井委員、お願いします。 

○亀井委員 

どうもありがとうございました。化学物質の安全性に関してここまで来ているのかなと

いうことで、ある意味で非常に感心いたしました。 

それで、ユーザーの立場から幾つか質問があるのですけれども、多くは、実は今回の報

告書の中にも、検討しますという形で論点出しはされているのですが、現状でのステータ

スと見通しを確認させていただきたいということで、２点ほど質問させてください。 

１つは、今回のシステムの精度の話なのですけれども、今回ここの中で、例えば安全性

が高いと評価されたものは、要するにいろいろな試験もせずに安全だと自信を持って言え

るレベルなのか、先ほどの法的な問題というのは、技術的にはクリアしているけれども、

法的には認知されていないということなのか、まだ100％信頼するというところには技術的

な障壁があるというレベルなのか、その辺の精度に関する現状でのステータスがどの程度

のものなのかというのをお聞きしたいのが１点目です。 

２点目は、やはりユーザーの立場からすると、広く使っていただきたい反面、自立的に

回すような体制をつくり上げることも重要だと思うのです。今、コンソーシアムでやるよ

うな体制はできているという話なのですけれども、これ自体の運営が、ある意味クローズ

で回すことが前提なのか、完全に公共財としてオープンにしていくことが前提なのか、基

本的にどういう考え方なのかということについてお聞かせください。 

以上２点です。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございます。まず、最初の精度についてですけれども、先ほどもちょっと御

説明しましたとおり、当初の目的としては、化学物質の材料を開発するときのスクリーニ

ングに用いるのが目標でして、中の資料にもＢＡ0.727などの用語を使っておりますけれど

も、ざっくり申しますと72～73％の精度が得られております。これはスクリーニングレベ

ルということでは専門家の方からも非常に高い数値だという御見解をいただいているので

すけれども、そういう意味で研究開発時のスクリーニングに使うには十分使えるものと考

えております。 

一方で行政、法規定ということになりますと、目的などによりまして求められる精度は

いろいろかと思いますけれども、相当高いレベルでの結果なり精度が求められます。例え

ば、ＯＥＣＤにおきましては一定の基準がございまして、73％というのは悪くはないので

すけれども、例えば陽性データを正しく陽性と判断できるのに90％以上判断できているか

とかということも１つの指標として示されていまして、このシステムは全体としてはまだ

そこには届いていないということになっています。 

ＪａＣＶＡＭ（日本動物実験代替法評価センター）という組織が国立医薬品食品衛生研

究所、厚労省に関連している研究所ですけれども、そこの中に設置されておりまして、そ
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こでこのシステムがどれぐらいの範囲でどういった精度なのか、どのように使えるかをこ

れから評価していくというのがこのあいだ決まったところですので、そこでの御判断も伺

いながら、今後の進め方も判断していくことになろうかと考えているところです。 

それから２つ目の御質問ですけれども、ユーザーの立場で自立的にするのか、あとクロ

ーズかオープンかということですが、クローズかオープンかということですと、基本的に

オープンの方向でと考えております。そもそもこちらは様々な事業者の皆さんに活用して

いただくことを想定しておりまして、特許の取得も行っていないのですけれども、やはり

こういった技術の囲い込みはシステムの活用自体を阻害しかねないこととか、動物実験削

減ということが国際的な潮流でございますので、毒性予測手法の発展に貢献していくため

には、こういうシステムや管理技術を共有して共通基盤として利用できるようにすること

が重要であると考えております。そういった意味でもオープンにしていきたいと思ってお

ります。 

ただ、データ自体の扱い方は非常に難しい問題がございまして、そこはまだ、今どのよ

うに進めていくかということを検討しているところでございますので、いろいろな課題が

あると考えているところです。 

○亀井委員 

どうもありがとうございます。国際的な時流にも乗った非常にいいプロジェクトですし、

ここまで信頼性の高いシステムができていると思えますので、ぜひ自立的に回るようなと

ころまで支援していただければと思います。 

以上です。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、浜田委員、お願いします。 

○浜田委員 

今までの話とも重なっている点があるのですけれども、これから先、持続的に発展して、

精度のアップも含めて、それから法的な受入れに向けても活動できるような母体をどうつ

くっていかれるのかがお聞きしたいところです。もちろん、ユーザーコンソーシアムがあ

るということではあるのですけれども、この先の体制の構築も検討されているという御説

明があったのですが、医薬も含めてとか、経産省の事業にとどまらない内容を持っている

ので、何か持続的なバックグラウンドがあるような組織でやっていけたらいいなと思って

います。御検討いただきたいと思います。 

もう一点、逆に経産省でやっておられるからこそ、省エネ型電子デバイス材料というと

ころにスタートポイントを持つのであれば、そういった分野で仕事をしてきた側からする

と、最初から国際的な視点で進めていただきたいと思っていて、日本はこんなシステムを

やっていて、こういうことでスクリーニングしているから非常に信頼度が高いのですよと

いうことがアピールされていないと、逆に言うと全て動物試験のデータをつけないと海外

へ出していけないというのがずっとついて回ります。そういった意味で、海外との取り組
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み方が、これから公表しますというのは事業が終わっているので仕方がないのですけれど

も、もう少し早い時点からお互いの情報を交換しながら、知っていただくというベースを

先につくっていくようなやり方が望ましいと感じたのですが、何かコメントがあればいた

だきたいと思います。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございます。御指摘のとおり、自立的運営はなかなか難しい点もあるかと思

っておりますが、前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 

また、国際的な連携でございますけれども、先ほどの御説明の中でも少し触れましたが、

まず本システムを知っていただくということで、ＯＥＣＤの関連する会合においても御説

明をしており、いろいろ好意的な御意見もいただいているところで、今スタートしたとこ

ろかなと思っております。また、これからもＯＥＣＤなどの会議や国際ワークショップ、

学会の場で、この研究開発に関連した皆様にいろいろな場でアピールしていただけたらと

思っておりまして、そういった形を通じて情報発信をしていきたいと思っておりますし、

情報共有なり連携の在り方をこれから並行して考えていけたらと考えているところでござ

います。 

○浜田委員 

ありがとうございます。経産省としてやるということですから、国際的な働きかけは事

業を終わってからではなく、ぜひなるべく早い時点にどう戦略的に出していくかというこ

とをより意識していただけるとうれしいと思います。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございます。 

○鈴木座長 

奈良先端大のプロジェクトリーダーの船津先生、お手が挙がったようですけれども。 

○説明者（奈良先端科学技術大学院大学 船津教授） 

船津です。今の御指摘どうもありがとうございます。 

海外との連携というのは非常に重要なことだと思って、プロジェクトの推進期間中から

アメリカのＥＰＡですとかヨーロッパのＥＣＨＡとの連携を図ってきました。終了後もそ

の関係を続けていまして、開発が終了したシステムを例えばＥＣＨＡの重要な方々に実際

に使ってみてもらって、コメントをいただくということもしています。さらに、我々と似

たような発想で、ドイツのＢＡＳＦもシステム開発に取り組んでいます。ＢＡＳＦとも昨

年ですけれども、今後どういう取組が必要なのか、どういうデータ収集が必要なのかとい

う意見交換をしてきているところです。 

このように国際連携を取っていきながら、どういうシステムの在り方が重要なのか、今

後どういう方向で利用していく形、切り口をつくっていくべきなのかといったことが今オ

ンゴーイングで進んでいるところで、まさに御指摘のとおりだと思っております。どうも

ありがとうございました。 
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○浜田委員 

船津先生、ありがとうございました。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。せっかく船津先生がいらっしゃるので、私も１つ質問させてい

ただきたいのですけれども、これは要するにユーザーコンソーシアムでやっていこうとし

たけれども、企業の守秘義務の問題がクリアされていないのでできなかったと。これから

また教師データをいろいろ集めていくために、奈良先端のほうに移管されたと理解したの

ですけれども、コンソーシアムでできなかったことが奈良先端のほうでできるとお考えに

なっているということでしょうか。 

○説明者（奈良先端科学技術大学院大学 船津教授） 

コンソーシアムといいますのは、プロジェクトを進めていく中でシステムを具体的に構

築するに当たって、ユーザー候補の方々に実際にシステムを使用してもらって、アドバイ

スをいただくために設置したのです。それが主な目的でした。どういう使い方ができるの

か、どういう使い方であるべきなのか、そういう意見をいただこうということです。 

それと、データの収集についてもいろいろと意見交換させていただきましたが、今の段

階で企業の中にあるデータを企業から提供していただくというのは、なかなか御理解いた

だけない状況だったのです。その辺りをもう少し、モデルとデータの関係、要するに実際

の化合物の構造自体がモデルで見えるわけではありませんので、そこをよく御理解いただ

いた上で、それぞれの企業がデータを提供すると人のためにもなり自分たちのためにもな

る、お互いがデータを出し合うことでよりよいシステムになること、自分たちも利益にな

ることを理解していただく、そういうことを進めていきたいと思っています。 

奈良先端大で今、システムの管理運営をしていますのは、システムの権利が散在してい

ると、こういったシステムを改良していくときに非常に大きな支障になるからです。それ

で、奈良先端大で知財を一括管理して、いろいろな改善を一元的に進めて行ける環境にし

ています。それから今、経産省のサポートで進めている調査事業、このシステムをどのよ

うに利用していくといいのか、そういう形を決めていこうということで、例えばシステム

をサーバーに置いて、インターネットを経由してアクセスする形態を奈良先端で提供して

いるということです。 

その提供に当たって、今は試用段階ですが、どういう感想、御意見があるかを収集して、

システムの次の改善に役立てていこうと思っているところなのです。我々としては、今、

奈良先端ではそういうシステム改善、システム運用の在り方、システム提供の在り方とい

ったところを調査していて、それを取りまとめて、今後どのように広く社会で使っていく

システムにしていけば良いのかという意見交換を経産省としようと思っています。 

もちろん、自立的な運営が今後必要だと思いますけれども、そこにはきっとコンソーシ

アム、ユーザー会のようなものがどうしても必要だと思っています。それをどういう形で、

どういう内容で運営していくのかが非常に重要なところだということは強く認識している
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ところです。 

使ってもらって初めてこういうシステムは意味がありますので、その使い方、運営の仕

方を経産省、あるいは厚労省もありますし環境省もありますが、そういう関連する方々と

連携しながら、経費と時間をかけてできたシステムですので、広く国内はもちろんですが、

海外でも利用していただけるような形にしていきたいということを今年度議論し、次年度

も議論していきたいと思っているところです。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。各企業からの社内データの提供については、まだ今のところあ

まりポジティブな回答がないのが今後の課題ということだと思います。やはり精度向上の

ためには教師データを蓄積する必要があると思いますので、その辺も引き続き御努力いた

だければと思います。ありがとうございました。 

それでは、そろそろ時間が押していますので、評価を決定したいと思います。皆さんの

御意見を聞いていると、あまり課題の指摘とかという話ではなかったような気がしますの

で、特段の意見なしで了承ということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。――特

に御異議がないようですので、そのように決定したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

○説明者（化学物質リスク評価室 濱口企画官） 

ありがとうございました。 

○鈴木座長 

それでは、引き続き、課題２の放射性廃棄物処分関連分野プログラム（中間評価）の審

議に入りたいと思います。 

まず、複数課題プログラムの審議の進め方について、事務局から御説明をお願いしたい

と思います。 

○金地技術評価調整官 

それでは、複数課題プログラムの審議方法について御説明いたします。まず、最初にプ

ログラムについて御説明し、プログラム全体を把握していただいた上で、プログラムを構

成する２つのプログラムについて御説明し、個別に検討を行い、各プロジェクトの評価を

決定します。そして、これら２つのプロジェクトの評価を踏まえて、最後にプログラム全

体の評価を決定するという手順にて審議を進めさせていただきます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、まず複数課題プログラム全体の概要説明に入りた

いと思います。よろしくお願いします。 

○金地技術評価調整官 

説明者の持ち時間は15分とし、持ち時間終了５分前と終了時点でTeamsのチャットでお知

らせをしますので、説明を終えてください。よろしくお願いいたします。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 
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放射性廃棄物対策課の北村と申します。よろしくお願いいたします。 

補足資料３を用いまして、複数課題プログラムの概要を御説明いたします。 

２ページが複数課題プログラムの目的等となっております。放射性廃棄物の着実な処分

の実施などに向けて、こちらに記載されておりますＡ．低レベル放射性廃棄物の処分に関

する技術開発委託費とＢ．高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費の

２つのプログラムを実施してございます。 

まず、背景としまして、放射性廃棄物の種類と本プログラムの関係について御説明いた

します。３ページに示してありますとおり、原子力発電所や使用済燃料の再処理施設から

出てくる放射性廃棄物の種類が幾つかございます。一番上はクリアランス対象物と申しま

して、放射能濃度が十分に低く、放射性物質として扱う必要がないもの。その下が低レベ

ル放射性廃棄物で、上から順番に、下に行くに従って放射能レベルが高いものになってお

りまして、一番下が高レベル放射性廃棄物となっております。 

先に本プログラムとの関係をお示ししておきますと、４ページに示しましたとおり、Ａ

の低レベル委託費のほうでは、クリアランス対象物と中深度処分というものに相当する廃

棄物処分の技術開発。それから、Ｂの高レベル委託費のほうでは、高レベル放射性廃棄物、

ガラス固化体及びＴＲＵ廃棄物、そして研究開発ですけれども、使用済燃料の直接処分に

関するものもこちらの対象に入っていて、要は右側に書いてあります地層処分、300メート

ル以上深い地層に埋設処分するものに関する技術開発プログラムでございます。 

まず、低レベル委託費のほうにつきまして、背景をもう少し詳しく御説明いたします。

原子力発電所の廃炉が今後段階的に進められていくわけでございますが、ここで発生する

廃棄物のうち、もともと98％は放射性ではないものでございますけれども、２％が放射性

廃棄物という形になります。この98％のうち５％がクリアランス対象物といわれていると

ころでございます。 

このクリアランス対象物が今後、廃止措置の進展に従って発生量が非常に多くなること

が見込まれております。したがいまして、現在は電力事業者の中でだけ利活用されている

ものですけれども、今後、一般の利活用に向けての理解促進活動が必要になってくるとこ

ろでございます。 

一方、中深度処分は７ページでございます。こちらは②に書いてありますとおり、規制

基準や審査ガイドが策定され始めているところではあるものの、まだ処分地が決まってい

るわけではございませんので、①にあるとおり安全性や実現性の説明が必須であると考え

てございます。 

一方、８ページですけれども、こちらは高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要を説明

したものでございます。放射性廃棄物であるガラス固化体を金属製の容器、それから粘土

で包んだ上で地下300メートル以上の深い地層に埋設処分するというものでございます。こ

ちらの処分事業につきましては、段階的な調査が予定されておりまして、参考１に書かれ

ているとおり、段階的な調査を踏まえた上で処分地が選定されるということでございます。 
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上の箇条書きの２つ目ですけれども、2020年11月より、北海道の寿都町と神恵内村にお

いて、最初の段階である文献調査が開始されておりまして、今後できるだけ多くの地域で

の文献調査の実施を目指しているところでございます。 

10ページ、地層処分に関する技術開発ですけれども、国と地層処分の実施主体であるＮ

ＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）、それからＪＡＥＡ等の関係機関が全体を俯瞰した上で

研究開発テーマを設定する。そのための調整の会議体を地層処分研究開発調整会議として

設置しておりまして、およそ５年ごとに研究開発計画を策定し、それに従ってそれぞれの

組織で研究開発を進めているものでございます。この後御説明するＢのプログラムも、そ

の調整会議で策定された計画に沿って進めているものでございます。 

11ページは、その研究開発に当たって深地層の研究施設を活用しているというものでご

ざいますが、ちょっと説明は割愛いたします。 

12ページ、第６次エネルギー基本計画の記載の概要を抜粋してございます。放射性廃棄

物処分につきましては、低レベル放射性廃棄物、クリアランス対象物、それから高レベル

放射性廃棄物、いずれに対しても処分やクリアランス対象物であれば利活用という必要性

がうたわれておりまして、一番下に書いてありますとおり、国が主体的に調査研究を推進

することになってございます。 

このことから、13ページに書いてありますとおり、当省が実施することの必要性をこち

らにまとめております。説明は繰り返しになりますので、割愛いたします。 

14ページ、複数課題プログラムの実施・マネジメント体制等というところでございます。

こちら体制につきましては、基本的にどのプログラム、研究開発項目でも共通でございま

して、私ども放射性廃棄物対策課が事業を委託するという形を取っております。委託され

た事業者の側で、それぞれの研究開発項目に応じて、大学の先生を中心として構成される

外部の評価委員会を設置しておりまして、こちらで事業の評価、助言をいただきながら事

業を進めていくという形を取ってございます。 

なお、地層処分に関してだけは、先ほども少し申し上げたとおり、地層処分研究開発調

整会議というものがございまして、こちらが全体的な計画の策定を行っているところでご

ざいます。 

事業のアウトプットにつきまして、まず15ページがＡの低レベル委託費でございますが、

アウトプット指標・目標は、ＡのプログラムもＢのプログラムも共通でございまして、技

術開発により得られた成果の外部発表数としております。15ページがＡの低レベル委託費

のほうで、16ページが高レベル委託費のほうという形になっております。詳細はそれぞれ

のところで御説明いたします。 

17ページ、事業のアウトカムですが、低レベル委託費、高レベル委託費とも、先ほども

申し上げたとおり、処分の事業の円滑な実施や理解促進に向けたものという形で設定して

ございます。目標達成の見込みですけれども、一部、令和６年度に達成見込みのものがご

ざいますが、おおむね令和４年度中に達成見込みでございます。 
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さらに、事業のアウトカムとしては、本プログラムは研究技術開発でございますけれど

も、その研究技術開発の成果を広く発信して、理解促進に努めていくところも重要である

と御指摘いただいております。したがいまして、広報活動は、直接は本予算では実施して

いないものの、間接的にこれまで得られた技術開発成果を一般国民の皆様に御説明してい

ると。その理解度がこちらのグラフに書かれていますとおり、理解度が深まってきている

ことが数字で示されているところでございます。 

また、経済産業省こどもデーとかに出展して、一般の方への理解促進を行っているとい

う活動も実施しております。 

19ページ、アウトカム達成に至るまでのロードマップでございます。先ほどから繰り返

し申し上げているとおり、技術の確立、信頼性向上といった面もございますし、あと国民

理解の獲得促進というところが最終的なアウトカムということで、研究開発を鋭意進めて

いるところでございます。 

20ページ、費用対効果でございます。投入した国費が一番上に書いてございまして、そ

れに対する成果指標である外部発表件数を記載してございます。これも詳細は後ほど御説

明いたしますが、一番下に書いてありますとおり、アウトカムの観点からも投入費用に対

する効果が現れているという認識でございます。 

21ページからが前回評価の指摘事項と対処状況ということで、ちょっと詳細は割愛いた

しますけれども、国民の理解に対する御指摘、それからアウトカムの指標、目標の設定に

ついての御指摘、それから前回、３年前の評価ワーキングでいただいた御指摘も、一般向

けの理解を得る努力を今後も続けることといったところ、御指摘いただいておりますので、

それに従って進めてきているという認識でございます。 

24ページ、評価検討会の委員構成を御説明いたします。こちらに書かれております５名

の方に委員に御就任いただきまして、御審議いただいたという形になっております。 

25ページ、評価検討会を２回開催いたしました。１回目は昨年10月20日公開で実施して

おりまして、評価コメントをいただいた後、第２回評価検討会は書面審議で先月実施して

いるところでございます。 

26ページが評価検討会でいただいた総合評価でございます。こちらも詳しく御説明する

ことは時間の都合で割愛いたしますけれども、技術的に優れた成果を上げつつあると評価

できると評価いただいているところでもございますし、本複合課題プログラムの実施状況

は妥当なものであるという評価をいただいているところでございます。 

一方で、プログラムをより最適なものにしていくこと、それから成果とかその内容を分

かりやすく説明していくことといった御指摘もいただいていますし、また放射性廃棄物処

分といっても範囲が広くございますので、必要な項目の抜けがないようにすることが重要

であるといった御指摘もいただいているところでございます。 

27ページ、今後の研究開発の方向等に関する提言及び対処方針です。こちらは処分事業

自体が様々な原子力システム全体の在り方に影響を受けるということもございますので、
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柔軟に対応できるように研究開発項目の内容を設定すること。それから、事業の実現に向

けた橋渡し的な事業も必要になるという御指摘をいただいているところでございます。 

また、28ページに移りますが、人材育成に関する御指摘、それから事業コストを低減さ

せるためのプログラムも必要なのではないかという御指摘をいただいておりまして、今後、

御指摘を踏まえて対処していくという方針でございます。 

ちょっと駆け足になってしまいましたが、以上でございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。この複数課題プログラム全体の質疑応答と評価については、

各プロジェクトの評価を踏まえて最後に行うこととしたいと思いますので、続いて、プロ

グラムの中を構成する１つ目のプロジェクトである低レベル放射性廃棄物の処分に関する

技術開発委託費の審議に入りたいと思います。 

○金地技術評価調整官 

それでは、説明者の持ち時間は６分とし、終了時点でTeamsのチャットでお知らせをしま

すので、よろしくお願いいたします。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

では、続きまして、Ａの低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費について

御説明、御報告いたします。 

事業の目的等はこちらに記載されておりますが、背景は最初に申し上げているとおりで

す。クリアランス金属の利活用と中深度処分事業の円滑化が目的という形になっておりま

す。 

31ページ、国内外の状況です。ほかの国々、欧米諸国中心でございますが、既に中深度

処分に相当する放射性廃棄物の処分に関しては、操業中だったり計画中の状況にあったり

しておりますので、研究開発は並行して実施されている状況でございます。 

我が国では、青森県六ヶ所村にあります試験空洞を活用するなどして調査研究が進めら

れてきておりますが、まだ処分場の選定は進んでいないところでございます。 

一方、クリアランス対象物につきましては、これも先ほど少し申し上げましたが、まだ

利用先が限られているところでございますので、利用拡大に向けた実績の積み上げやルー

ルの策定などの検討が必要であると考えております。 

32ページ、研究開発項目ですが、こちらの低レベル委託費につきましては２つの研究開

発項目を設定しておりまして、(1)が中深度処分に関する技術開発のもの、それから(2)が

クリアランス対象物の利活用に関するものでございます。それぞれ実施者は記載のとおり

でございます。 

33ページ、各項目の内容に入りますけれども、まず研究開発計画でございます。こちら

にお示ししておりますのは、中深度処分に関する技術開発でございまして、５か年で１つ

のフェーズというプログラムを組んでおりますが、今回の中間評価対象期間の途中に５年

フェーズの境目が来ているものですから、少し工程が細かくなっております。モニタリン
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グの技術開発をこれまで実施してきたのとともに、現在は地質環境調査技術、それから施

設の設計技術の開発を実施しているところでございます。 

一方、34ページの研究開発項目２です。クリアランス対象物の件につきましては、単年

度で実施していることもございまして、評価の対象期間としては令和３年度のみという形

になっております。 

35ページ、資金配分になっておりますが、詳細は割愛いたします。 

36ページ、実施・マネジメント体制は、先ほどの概要のところでも御説明したとおり、

当課からの委託事業により実施しているものでございまして、それぞれ委託の実施者が外

部の評価委員会を立ち上げて、御意見、御助言いただいているところでございます。36ペ

ージに示しております中深度処分の技術開発につきましては、オブザーバーとして廃棄物

処分に関係する機関が参加するとともに、後ほど御説明する高レベル放射性廃棄物の地層

処分と共通する技術開発テーマもございますので、地層処分の実施主体であるＮＵＭＯも

アドバイザーとして参加しているという体制でございます。 

37ページは、クリアランス事業の体制ですけれども、こちらも同様でございます。クリ

アランス金属の再利用先拡大を進めるため、やはり関係者がオブザーバーとして参加して

いるところでございます。 

38ページ、知財や研究開発データの取扱いでございます。こちらは知的財産マネジメン

トを実施することを原則としておりまして、必要に応じてプロジェクト参加者間での協議

を行ったりとか、知的財産の取扱いについての合意事項もございます。 

39ページ、研究開発目標でございます。(1)中深度処分に関する技術開発につきましては、

先ほど工程のところで御紹介したとおり、途中で事業のフェーズが切り替わっていること

もございますので、最終目標を多少見直しているところでございます。 

それから、(2)クリアランス事業につきましては、加工プロセスを進展させるところが目

標となってございます。 

40ページ、研究開発の成果ですけれども、(1)中深度処分事業につきましては、処分場の

中深度処分のモニタリング技術開発、地質環境調査技術開発、設計技術開発に関する成果

として一定のものを得られているところでございます。こちらで達成状況を一部達成とし

ております。これは目標設定の仕方の問題と我々は認識しておりますけれども、先ほど工

程のところで御説明したとおり、現在５か年計画の２年目までが本中間評価の対象期間と

なっておりまして、設定した目標が2024年度までの目標としてしまったものですから、少

し未達成の部分があるような書き方になってしまっているところでございます。おおむね

計画どおり進んでいるという認識でございます。 

一方、(2)クリアランス事業につきましては、一次製品までの加工プロセスを実証すると

いう目標を達成しているところでございます。 

41ページと42ページは、研究開発の成果を示したものでございます。詳細はちょっと割

愛いたしますけれども、41ページの中深度処分の事業につきましては、箇条書きの２番目
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のところ、円錐孔壁ひずみ法という新たな測定技術手法の開発というものが１つの大きな

成果かなと考えておりますし、42ページにつきましては、クリアランス事業の進展を御説

明しております。 

なお、クリアランス事業につきましては、過去にも実施したことがございまして、そち

らの成果をこちらの事業でも活用しているところでございます。 

43ページ、活動指標は外部発表の数、書いてあるとおりでございます。 

44ページ、アウトカムもこれまで御説明した部分でございますので、詳細は割愛いたし

ます。 

45ページのロードマップも記載のとおりでございまして、まだクリアランス事業も中深

度処分も技術開発、利活用促進の事業はまだ必要かなと考えてございます。 

46ページ、費用対効果は、概要のところでも御説明しましたけれども、費用対効果自体

は高い事業だと考えてございます。 

47ページ、評価検討会、前回の指摘事項と対応状況ですが、こちら詳細は割愛いたしま

すけれども、いただいた御指摘については全て反映した上で事業を進めているところでご

ざいます。 

総合評価、49ページですけれども、一番上に書いてあるとおり、全般的に妥当であり、

費用対効果は適切であるという評価をいただいた一方、利活用に向けての課題や技術開発

の課題も御指摘いただいておりまして、特に事業アウトプットの積み上げというところも

御指摘いただいたところでございます。 

50ページ、今後の提言ですけれども、低レベル放射性廃棄物の処分に関する研究開発の

全体像を把握すべきという御指摘、それから研究開発の方向の提示、それからクリアラン

ス事業に向けてはフリーリリースに向けた国民理解をつなぐ策に対する御指摘をいただい

たところでございます。 

52ページ、評点の結果をお示ししております。非常に高い評価をいただけたものと理解

してございます。 

駆け足で申し訳ございません。以上でございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。最初に、このプログラムの構成、低レベルの話についてちょっ

とお伺いしたいのですけれども、今日１つ目の審議課題の中で、低レベル廃棄物の除染に

関するプロジェクトがＤとして挙がっていたのだけれども、それはもう過去に終わってし

まったので、今日の評価対象にはしませんという説明があったのですが、例えばプラズマ

除染とかアーク放電除染とか、何か昔やっていたような気がするのですけれども、今は低

レベル廃棄物処分のプログラムの中に入っていないのですか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

ありがとうございます。私どものプログラムには入っておりません。ちょっと記憶違い

だったら申し訳ないのですけれども、除染に関する事業は別の課が担当しておりまして、
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私どもの担当ではないというところでございます。恐らく福島とかの関係のプログラムだ

ったのではないかという気がしております。申し訳ありません、ちょっと記憶が曖昧でご

ざいます。 

○鈴木座長 

なるほど。福島の廃止措置に関する低レベルのものは、また別のプログラムで走ってい

るということなのですね。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そのとおりでございます。 

○鈴木座長 

分かりました。御説明内容に対するコメントとか質問とかございませんでしょうか。浜

田委員、お願いします。 

○浜田委員 

ちょっと分からなかったので教えていただきたいのですけれども、このページの前です

かね、モニタリング技術に関してはもう終わっているわけですよね。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

中深度処分のモニタリング技術の開発は終了しております。 

○浜田委員 

ちょっと気になったのは、後でＢのほうでも出てきたりしますけれども、どういうカバ

ーがされているのかというところなのです。モニタリング技術で、これは測定対象を絞り

込んだ上で新しい方法論ができましたということなのですけれども、この事業が終わった

ことによって、モニタリングということに関しては、もう懸念される点はないと位置づけ

られるのでしょうか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

ありがとうございます。私どもとしては、六ヶ所村の地下空洞を用いて、実証のところ

までは実施しておりますので、現段階でできるものは終了なのかなという認識でございま

す。 

○浜田委員 

現段階でできるといいましょうか、逆に言うと、こうあってほしいという充足度からみ

て出来上がったのかというところが気になったのですけれども。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そうですね。必要な技術開発は終了しているという認識ですので、充足度としては十分

かなという認識は持っております。ただ、中深度処分に限らないですけれども、モニタリ

ングのところにつきましては、あとは実際の処分場が選定されて、そのときに最終的に適

応性を確認というか検証する形になると思いますので、どうしても現段階ではという前置

きがついてしまうところは御容赦いただければと考えております。 

○浜田委員 
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やむを得ない点はあるかと思うのですけれども、実際にやろうとしたときに、いや、そ

こはまだちょっとできないということが残っていないような位置づけと理解してよろしい

でしょうか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そこは残っていないつもりでございます。 

○浜田委員 

そうですね。そういった説明が欲しいなと思ったので。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

失礼いたしました。ありがとうございました。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。ほかにどなたか、よろしいですか。浦野委員、お願いします。 

○浦野委員 

ありがとうございます。ちょっと技術の話ではないのですけれども、今回の課題プログ

ラムの目的を拝見すると、国民の地層処分に対する納得感や安心感の向上が目的とあり、

最終的には着実に処分を実施していきたいということかと思います。この国民への安心と

いうときに、自分だったら何の情報がいただけると安心するのかなという観点を思いなが

ら聞いていたわけなのですけれども、２つあります。 

１つは、スウェーデンとかフィンランドでも進めている分野があるのであれば、そこの

部分と日本との状況の違い、向こうではこのようにやっています、日本では、例えば地層

であるとか出てくるものがちょっとこのように違うけれども、その部分についてはこのよ

うにクリアになっていて、スウェーデン同等、またそれ以上に安全なんだよというところ

を示していただきたい。やはり原子力の廃棄物に対してはすごく怖いというところから始

まると思うので、そこから始まるのではなくて、安心という説明をして、そこからの違い

をきっちり説明していくほうが、安心への近道かなと思ったので、参考にしていただけれ

ばと思いました。 

もう一点。クリアランス金属の再利用先を広めていくという話、すごく大事だと思うの

ですが、このクリアランス金属といったときに、それって具体的にどこに使われていた何

の金属なのか、恐らく鉄、一部アルミだとは思うのですが、そのイメージがつかない中で、

クリアランス、クリアランスと出てくると、結局、何となく分からなくて、分からないか

らちょっと怖いなというまま話を聞いていくことになってしまうので、そういった工夫も

あるのかなと思いました。 

コメントは以上です。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

ありがとうございました。まず、地層処分の北欧諸国との比較という点につきましてで

すけれども、正直、我々、このプログラム自体は研究技術開発が主眼ですので、それを一

般の方への安心感につなげるというのは、実はなかなか容易ではないというのは正直なと
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ころなのです。そうは言いながらも、やはりそれをきちんと一般の方に御説明して、技術

的な観点だけではないですけれども、皆さんに地層処分の重要性とか納得感とか、そうい

うものを持っていただくのは非常に重要だと思っています。 

実際のところ、例えば地質の環境につきましては、実は我が国のほうが北欧諸国よりも

地質が複雑だと認識しておりまして、北欧諸国に比べると、やはり地層の安定性とかに対

する安心感の御説明は、なかなか容易ではないところでございます。その観点からは、我

が国にあります多様な地質に対して、部分的に火山の近くとかは避けるという説明はしつ

つも、多くのところで地層処分が可能だという説明をして、納得していただくためには、

多方面からの研究開発が必要なのかなと考えています。地層処分自体は信頼できるという

認識は持っていますが、そこの納得感を持っていただくための課題というのは、まだ少々

あるのかなと認識しておりまして、今後も継続的に取り組んでまいりたいと思っていると

ころでございます。 

それから２点目のクリアランス対象物につきましては、どこから発生したかというとこ

ろをどこまで追及できるかは、課題の確認が必要なところかなと思っていますけれども、

御指摘いただいたところは重要なところだと思っていますし、私どもは今、あくまで放射

能濃度をきちんと調べましたというところでクリアランス対象物にしているところがござ

いますが、御指摘いただいたところを踏まえて、ちょっと対応を考えてまいりたいと思い

ます。 

あまりお答えになっていないと思いますけれども、御指摘ありがとうございました。今

後も取り組んでまいります。 

○浦野委員 

北欧の話も、向こうはすごく岩盤が強いという話は、ほかの情報から国民は結構聞いて

いると思うので、逆にそことの違いを認識した上で、ここを検証したから安全なのだとい

うようにきっちりと説明は必要なのかなと思います。せっかくスウェーデン等では実施済

みでありと書いてあるので、そことつなげられる説明がないと、やっぱり国民は安心でき

ないのかなとも思いました。よろしくお願いします。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

承知しました。ありがとうございました。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

すみません、私、ちょっと最初に申し上げた今日の評価課題の１番目のものですけれど

も、今確認したら、資源エネルギー庁の核燃料サイクル産業課さんのプログラムでした。

多分、途中でおっしゃっていた廃止措置に関わるような低レベル廃棄物の話はまた別の課

でやっておられるのかと思いますけれども、そういう意味では、同じ資源エネルギー庁で

やっていて、低レベル廃棄物関係のものをどのぐらい情報交換というか、研究成果の相互

活用みたいなことができているのかなというのは、できればちょっと御説明いただきたい
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と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

御指摘ありがとうございます。多少、分野分野で独立して事業を走らせているところは

正直ございますけれども、連携という意味では、適宜連携は進めているところですが、明

示的に御説明できるようなものが今ないので、ちょっと今後の課題という形にさせていた

だければと思います。 

○鈴木座長 

例えば、低レベル廃棄物でも減容処分というのが非常に重要だと思うのですけれども、

そのために除染して、大部分はクリアランスに持っていって、残りの部分は恐らくピット

処理とかという話になると思いますので、だから、そういう意味では、サイクル産業課と

廃止措置をやっておられるところと、こちらの廃棄物処分課は、かなり密接に連携しなけ

ればいけないところは当然あると思いますので、その辺はぜひ検討いただければと思いま

す。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

ありがとうございます。 

○鈴木座長 

ほかに御意見ある方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、浜田委員から御指摘のあった海外との連携なり情報交換の話と、それから同

じ資源エネルギー庁内のプログラムのプロジェクト間の連携とか、その辺を少し追記して

いただくような形を前提として、了承ということにしたいと思います。よろしいでしょう

か。――特に御異議ないようですので、それでは、Ａの評価はこれで審議終了とさせてい

ただきます。 

次に、課題２のＢ．高レベル廃棄物の地層処分に関する技術開発の審議に入りたいと思

います。よろしくお願いします。 

○金地技術評価調整官 

説明者の持ち時間は14分とし、持ち時間終了５分前と終了時点でTeamsのチャットでお知

らせをしますので、よろしくお願いいたします。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

それでは、続きまして、Ｂの高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託

費の御報告をいたします。 

54ページ、事業の目的が記載されております。事業の目的はこれまでも申し上げたとお

り、こちらは技術開発ですので、一義的には技術の信頼性向上というところが目的となっ

ております。対象としては高レベル放射性廃棄物のガラス固化体とＴＲＵ廃棄物という形

になってございます。 

55ページ、国内外の類似・競合する研究開発等の状況ですが、低レベル放射性廃棄物の

処分と同様に、欧米諸国で地層処分事業が進められております。先ほど御指摘もいただい



- 36 - 

 

たとおり、特にスウェーデン、フィンランドの北欧諸国で事業が進んでいるところでござ

います。もちろん、これら欧米の研究機関、それから実施主体、地層処分の実施主体とも

連携をしつつ、研究技術開発を進める必要があると認識しておりますし、実際進めている

ところでございます。 

56ページ、全体構成ですけれども、こちらは研究開発項目を８項目設定しております。

少し細かいようですけれども、こちら８項目をそれぞれ研究機関が実施しているところで

ございます。 

この８項目ですけれども、57ページにありますとおり、処分事業、調査段階から処分場

の閉鎖までの時間軸を横軸に取り、さらに対象とする空間スケールを縦軸に取っておりま

す。一通り網羅できている形でこの８項目を設定しているところでございます。 

58ページからが各研究開発項目の内容、研究開発計画を御説明いたします。時間の都合

もありますので、こちらも詳細は割愛いたしますけれども、先ほど地層処分研究開発調整

会議でおよそ５か年の計画を策定するということを御説明いたしました。この５か年計画

の多くの研究開発項目は、２年目から４年目が今回の中間評価対象期間となっているとこ

ろでございます。ですので、58ページからちょっと割愛をさせていただきますけれども、

工程に対しておよそ２年目から４年目がいずれの研究開発項目についても中間評価の対象

期間となると。 

62ページの沿岸部処分システム評価確証技術開発は、フェーズが１年ずれていますので、

１年目から３年目が対象期間という形になってございます。 

66ページに行きまして、資金配分でございます。こちらも詳細は割愛いたしますが、こ

ちらに示されるとおりでございます。この中で予算規模の大きいものが多少ございますけ

れども、どうしても地下を調べるところで、先ほどちょっと説明は割愛してしまったので

すが、深地層の研究施設を用いるようなものは予算規模が大きくなりがちというところで

ございます。 

67ページ、実施・マネジメント体制につきましては、概要のところでも御説明しました

とおり、委託事業を実施している形ですけれども、全ての研究開発項目について、処分の

実施主体であるＮＵＭＯがアドバイザーとして参加しているところでございます。したが

いまして、処分事業への反映は迅速に行うことができますし、逆に処分の実施主体側から

のニーズも委託事業に迅速に反映されるという形を取っております。 

８件の研究開発項目と申し上げておりますが、それぞれ独立して走らせるだけではなく

て、それぞれ相互に実施内容を理解して、意見交換を行う場も一度設けておりますので、

今後もこのような意見交換会の場は設けていきたいと考えてございます。 

体制図につきましては68ページから記載がありますけれども、概要のところで御説明し

たものと同じ構造ですので、説明は省略させていただきます。 

72ページ、知財や研究開発データの取扱いにつきましては、先ほどのＡのプログラムと

同じでございます。 
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研究開発目標につきましては、73ページ、74ページに記載しておりますけれども、こち

らは研究開発項目に応じて目標自体は変わります。もちろん対象としている研究テーマが

それぞれ異なりますので、目標も変わりますけれども、基本的にはいずれの目標も、特に

５年計画の途中段階であることもあって、最終目標の変更は取りあえず予定しておりませ

ん。 

唯一、74ページに記載しております(7)回収可能性技術高度化開発だけは５か年計画のフ

ェーズがずれていたこともございまして、少し見直しが入っているところでございます。 

研究開発の成果ですけれども、75ページからでございます。達成状況のところ、特に記

載はしておりませんが、いずれも2022年度は５か年計画の中間的なところでございます。 

成果と意義につきましては、それぞれ記載のとおりでございまして、(1)岩盤中地下水流

動評価技術高度化開発であれば、処分場の外側、天然の岩盤のところで地下水の動きを評

価するものでございますし、(2)地層処分施設閉鎖技術確証試験であれば、地層処分場を確

実に閉鎖するための技術開発といったものでございます。残りの部分は、時間の都合もあ

りますので割愛いたします。 

78ページからがそれぞれの研究開発項目の成果を図表入りで示したものとなってござい

まして、それぞれの分野で確実に研究技術開発が進展してきているところでございます。 

86ページまで飛びますけれども、活動指標です。論文発表、特許出願の数を表にまとめ

てございます。こちら、評価対象である３年、2019年度から2021年度の部分を記載してご

ざいまして、このような数が得られています。特に査読つき論文数に関しても54本と、そ

れなりに多くの数が出せていると考えております。プロトタイプとしても装置の試作品を

作っているところもございますし、解析ツールのプロトタイプを作ったというものもござ

います。 

87ページ、事業のアウトカムになっております。こちら当初設定した項目の数が研究開

発項目ごとにございまして、数につきましては項目ごとに異なりはしますけれども、2021

年度時点でそれぞれ、こちらに示すような項目のところまで達成しておりまして、2022年

度中には全ての項目が達成できる見込みでございます。 

88ページも同様でございます。 

89ページ、事業のアウトカム達成に至るまでのロードマップを示しております。繰り返

し申し上げているとおり、およそ５か年の計画を策定しておりまして、平成30年度に策定

した計画の２年目から４年目に関して今回評価をいただくという形になっております。最

終的なアウトカムとしましては、先ほども御指摘はいただいておりますけれども、技術の

信頼性向上というところもございますし、それをさらに一般の方への処分事業の理解促進

というところも考えているところでございます。 

92ページ、費用対効果でございます。こちらは先ほどのＡのプログラムに比べまして、

予算規模がかなり大きくなっています。その大きくなる理由は、先ほど途中で申し上げた

とおり、地下の研究施設を使うなど、地下を調べることに対して必要な予算が大きくなり
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がちというところではございますが、国費投入に見合ったアウトプットはなされていると

いう認識でございます。 

こちら研究開発項目ごとに外部発表、査読つき論文の数を表にまとめてございますけれ

ども、研究開発項目によって査読つき論文の数がゼロというものもございますが、これは

評価検討会でも御指摘いただいたことが１個ございまして、あくまで査読つき論文数だけ

が評価の視点であるべきではなくて、事業の実施とか、それから一般の方への理解促進と

いうのも、本来評価されるべき重要なものではないかという御指摘はいただいているとこ

ろでございます。 

93ページ、費用対効果２ですが、概要のところでも満足度のグラフをお示ししましたけ

れども、得られた研究技術開発成果を一般の方へ御説明することによって、少しずつでは

ありますが、理解は進んでいるのかなと考えております。今後もこのような理解促進は大

切にしていきたいと思っておりますし、また、人材育成、技術者とかの育成の点でも効果

は上がっていると考えているところでございます。 

94ページからが前回評価の指摘事項と対応状況でございます。いただいている御指摘は、

全て解消した上で研究開発プログラムを進めているところでございまして、技術開発の信

頼性もそうですし、国民への情報提供、公開というところに対しても御指摘をいただいて

いますので、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。 

それから、95ページです。国内の様々な地質環境を想定した検討が必要であること、そ

れから一般向けの理解を得る努力を今後も続けることという御指摘をいただいております。 

96ページがこちらのプログラムの総合評価になっております。種々の研究開発項目を設

定しておりますけれども、総じて技術の適用性を確認しつつ進められていることは適切で

あるという評価、それから着実に進捗しているという評価、それから質の高い研究成果が

上がっているという評価、それから費用対効果が適切であるという評価を評価検討会では

いただいたところでございます。 

その一方で、必要な技術体系としての充足度がいま一つ分かりにくいとか、それから一

つ一つの技術の信頼性向上が必ずしも国民の安心感の醸成と一致しないなどの御指摘もい

ただいております。したがいまして、今後より積極的に論文発表を進めるとともに、理解

促進に向けた情報発信、それから事業の適切性を幅広い分野の専門家、それから関心の高

い非専門家などの御意見を伺いながら進める。人材育成もそうですけれども、この辺りの

工夫は今後進めてまいりたいと思っております。 

97ページ、今後の提言でございます。先ほどの総合評価と重複しますけれども、成果の

発信の話、それからデジタル化の推進についても御指摘いただいているところでございま

す。 

98ページ、最後、評点の結果でございますが、高い評価をいただけたと感じてございま

す。 

また駆け足になりまして大変恐縮ですが、以上でございます。 
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○鈴木座長 

ありがとうございました。それでは、今の御説明に対して質問とかコメントがありまし

たらお願いします。浜田委員、お願いします。 

○浜田委員 

御説明ありがとうございました。その中で、５か年計画の話と今回の事業の話という発

言が、かなり繰り返されたと思うのですけれども、次の５か年計画をつくっていくに当た

ってどんな体制で検討されるのかということを確認したいのと、今回の事業に関して８件

の委託ということなのですが、委託されている相手先が比較的同じような法人であったり

センターであったりするかと思うので、例えば地質環境の長期安定性などといいますと、

全然違うところに専門家がいらっしゃったりして、そういった方々の意見ともすり合わせ

をしながら、これで十分なのかという議論が必要なのかと思います。 

外部評価委員会の先生方がいらっしゃるので、ある程度そういったことは行われている

とは思うのですけれども、先ほどのまとめの中でも幅広い専門家の意見を聞いてというこ

とも書かれていたので、この次の全体計画にそれがどう反映されて、この事業の今後の計

画にどう織り込まれていくのかというところをお伺いしたいと思います。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

御指摘ありがとうございます。次期の５か年計画策定の方法ですけれども、一番大事な

のは処分事業の進展を見据えるところだと思っておりまして、そう考えたときには、地層

処分の実施主体であるＮＵＭＯの意向が一番大事なのかなと考えております。 

最初にも御紹介したとおり、文献調査が始まって既に２年余りたっているところですの

で、今後段階的な調査として、概要調査、精密調査といった調査がすぐに実現するかどう

かはともかくとしても、実施の可能性をきちんと見据えて、どんな研究開発の課題が残さ

れているかという議論を十分実施すべきと思っていまして、そのような観点から研究開発

計画の策定を議論してきているところでございます。 

８項目の実施事業者に似たようなところが多いという御指摘は、御指摘のとおりではあ

りますけれども、それぞれの専門家が実施事業者の中の研究開発項目のさらに再委託とい

う形で大学の研究室であったりとか、大学を中心に再委託、共同研究も行われております

ので、一義的な受託者は限られていますが、その先、幅広いいろいろな専門家には、再委

託、共同研究という形で関わっていただいているところでございます。 

お答えになっていますでしょうか。 

○浜田委員 

幅広い専門家が関わっているということが、国民への説明というときにも、うまくそこ

を表現されて、こういった専門家からもこんな意見をもらって、こうしていますという形

になることが、より説得力を持つのかなと思いますので、その辺りを含めて今後の計画に

も入れていただきたいと思います。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 
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御指摘ありがとうございます。私どもも原子力村とやゆされたりとかしていることも認

識しておりますし、実際、関わっていただける方はなるべく広く研究開発に関わっていた

だきたいと思っておりますので、引き続きそのような働きかけは進めていきたいと思って

おります。ありがとうございました。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。それでは、竹山委員、お願いします。 

○竹山委員 

ありがとうございます。こういう研究とか開発、測定、非常に社会インパクトが大きい

ところで、実際、得られたデータは論文としては公開しているとおっしゃるのですけれど

も、論文というのは、大体その中の一部だけであり、二次加工、三次加工されてしまって

いる点もあるので、例えば、ここにおいて得られたデータを、企業さんが入っている部分

に関してのクローズ性というのはあると思うのですけれども、公開性という意味で、先ほ

どの広くほかの先生方にも入っていただくとか見ていただくというのと同じなのですが、

データはどの程度の公開性を持って皆さんに理解していただけるか。一般の方がデータを

見ても分からないでしょうけれども、専門の先生であれば、それを見たときに解釈の仕方

とか、おかしいということは指摘できると思うのです。そういう意味での公開性というの

をどこまでおやりになるかということを教えていただければと思いました。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

御指摘ありがとうございます。本日は評価指標という形で査読つき論文に焦点を当てて

おりましたが、研究開発項目のそれぞれの年度ごとの報告書は、弊庁のウェブサイトで全

て公開しております。全ての生データをというところまでは、分量が膨大になることもあ

って、なかなか難しいところは多少ございますけれども、それでも可能な限り得られたデ

ータは公開しておりまして、基本的に非公開のものはない形で公開しております。 

ですので、御指摘のとおり技術的な解釈を一般の方に御説明するのはなかなか容易では

ないのですが、情報の公開という意味では、なるべく努力はしているつもりですし、これ

からもその努力は惜しまずに進めていきたいと考えております。よろしいでしょうか。 

○竹山委員 

ありがとうございます。ということは、膨大なデータをそこに載せるわけにはいかない

という反面、問合せがあれば出すというスタンスだということでよろしいですね。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

もちろんでございます。 

○竹山委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。ほかに御意見、御質問のある方いらっしゃいますか。 

ちょっと私からも１つ、２つお伺いしたいのですけれども、今御説明いただいた高レベ
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ル廃棄物プログラムの中の１から７までのプロジェクトと８のプロジェクトの関係なので

すが、大体、直接処分のオプションの可能性についてもほぼ結論が出つつあると認識して

いますけれども、もし直接処分をやるとなると、処分場の設計とか人工バリアの設計とか、

そういうものもかなり変わってくるのではないでしょうか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

御指摘ありがとうございます。御指摘のとおりだと思っていまして、直接処分の場合に

は、処分場の設計とか実際処分する対象物の大きさ、重さも大分変わってまいりますので、

それに合わせた設計が必要になってくると思っております。 

○鈴木座長 

その場合、今説明いただいた１から７までの研究課題で十分なのか、もしくは何か追加

のプロジェクトをやる必要があるのかというのはいかがでしょうか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そこは両面ございまして、１から７の中、要するにガラス固化体の地層処分と共通的な

技術に関しては１から７でカバーできると思う一方で、そこに入らないもの、直接処分特

有のものが多少ございますので、それは１から７のところに入れると、ちょっと誤解を与

えるという懸念もございますので、８の中に入れているというものでございます。 

８の中に入れている例としましては、例えば使用済燃料からの放射性核種の溶出挙動と

いったものはガラス固化体とは全然違うものですので、そういうところのテーマ、あと臨

界安全のところとかがガラス固化体と大きく違うところかなと考えております。 

○鈴木座長 

８についても22年度が一応最終年度なので、その時点で直接処分を含めて高レベル廃棄

物処理のオプションについては技術開発、あるいはオプションの可能性についてそれなり

に結論が出ると考えてよろしいですか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

この直接処分に関しては、ちょっと結論が出るというところまではまだたどり着きそう

にないところでございます。そこは北欧諸国みたいに直接処分が事業として進んでいる国

もありますので、定性的にできそうかできなさそうかといえば、できそうな気はするとい

うところではございますけれども、それが例えば我が国の地質環境、先ほども御指摘いた

だいたとおり、北欧諸国に比べてやはり地層が複雑であるというところも含めて、その辺

りの実現性の確認、評価に関しては、まだ時間をかける必要があると考えております。 

○鈴木座長 

ということは、まだ直接処分に関しては、これ以降必要な研究開発の課題が発生する可

能性が高いということですかね。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そうですね。そう認識しております。 

○鈴木座長 
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ありがとうございます。 

もう一つ、これは先ほどの低レベルの話とも共通するのですけれども、多分、担当課さ

んが違うということなのかもしれませんが、以前、核種の分離と転換技術というのをやら

れていたと思うのですけれども、例えばもんじゅとか加速器とかを使って、長寿命の核種

を短寿命に変換するというものですが、それは今どうなっているのですか。もう諦めたと

いうことなのですか。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

いいえ、そんなことはないですが、あくまで基礎研究段階だと思っておりまして、それ

は私どもエネ庁ではなくて、文部科学省の予算で実施しているものだと認識してございま

す。ですので、私どもではあまりその辺の情報は詳しく持っているわけではございません。 

○鈴木座長 

では、経産省で扱うにはまだまだ基礎的過ぎる話だということですね。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

そうだと思っていますし、あとは分離変換技術、核変換の技術で高レベル廃棄物の減容

化とか短寿命化できることは非常に大事なことだと思うのですが、その一方で、地層処分

をやらずに済むようになるかというと、そこはちょっと極端な話で、そこまでではないと

思っていますので、私どもとしては今、与えられている地層処分実現のための研究開発と

いうミッションを遂行しているところでございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございます。ほかに何か御質問とか御意見ある方いらっしゃいますか。 

事務局の方、西尾先生は今もういらっしゃっているのですよね。 

○金地技術評価調整官 

先ほど入っていただきました。 

○鈴木座長 

ちょっと説明は全部聞かれていないかもしれませんけれども、西尾委員、何か御意見と

か御質問がありましたら。いきなりお伺いするのもよくないですかね。分かりました。あ

りがとうございます。 

まず、Ｂのプロジェクトの評価を決定したいと思います。皆さんの御意見を伺っている

と、幾つかコメントはありますけれども、あまりネガティブな意見というか、これが絶対

必要だというようなことはなかったように思いますので、評価ワーキンググループの意見

として幾つか出た代表的な意見を追記していただくことで了承ということにしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

それでは、今のはＡとＢの個別プロジェクトの評価なのですけれども、全体のプログラ

ムの評価に対して御意見とか御質問がもしあったらお願いします。 

先ほど低レベルのほうの話で申し上げましたけれども、同じ経産省の中のプログラムで

も幾つか分かれていて、関連するものがあると思いますので、そういう意味では、プログ
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ラム間の情報交換とか進捗度の会議とか、その辺もちょっと意識していただけたらと思い

ます。 

ほかに何か、全体プログラムに対して御意見ありませんか。――大丈夫ですか。 

それでは、プログラム全体の評価についても決定したいと思います。経産省のプログラ

ム全体としての見通しがあまりよろしくないので、できればその辺を少し説明いただくよ

うなものを追記していただくということで、この評価報告書を了承としたいと思います。

よろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして研究開発プログラムの審議を終了させていただきたいと思

います。どうもありがとうございます。 

○説明者（放射性廃棄物対策課 北村課長補佐） 

ありがとうございました。 

○鈴木座長 

それでは、続きまして、議題３の経済産業省研究開発評価指針とそれに基づく評価項目

・評価基準の改正について、事務局から御報告をお願いします。 

○金地技術評価調整官 

それでは、資料５を御覧ください。昨年８月、第63回評価ワーキングで御審議いただき

ました経済産業省研究開発評価指針につきまして、御審議いただきました内容を踏まえて、

鈴木座長とも御相談をさせていただきながらセットさせていただき、資料５のとおり、10

月25日改正、本年１月１日付で施行いたしました。 

資料６は、研究開発評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準でございます。こちら

は昨年12月にセットさせていただいておりますので、御報告申し上げます。研究開発評価

指針は、来年度のプロジェクトの準備を行う必要がありますので、本年１月１日施行とい

たしましたが、附則に「令和４年度に実施する研究開発評価はなお従前の例によることが

できる」とございますので、今年度予定いたしております研究開発評価ワーキングにつき

ましては、従前の評価方法にてお願いすべく準備を進めております。よろしくお願いいた

します。 

以上でございます。 

○鈴木座長 

ありがとうございました。こちらは審議ではなくて御報告ということですので、もし何

かお気づきの点等ありましたらコメントいただいても結構ですけれども、いかがでしょう

か。――よろしいですかね。ありがとうございます。 

御報告ありがとうございました。以上で議題３は終了させていただきます。 

以上をもちまして、本日の審議と報告事項は終了になります。ちょっと時間を超過して

しまい申し訳ございません。司会の不手際ですけれども、これにて終了とさせていただき

ます。本日は有意義な審議、御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。 

それでは、今後の予定とかを事務局からお願いします。 
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○金地技術評価調整官 

本日は、委員各位から大変貴重な御意見を賜り、誠にありがとうございました。 

なお、次回の評価ワーキングは２月22日の開催を予定いたしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

事務局からは以上でございます。ありがとうございました。 

○鈴木座長 

どうもありがとうございました。ほぼ予定どおりの時間ということですね。 

それでは、これで散会とさせていただきたいと思います。皆様、今後もどうぞよろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○金地技術評価調整官 

本日はどうもありがとうございました。 

 

                                   ――了―― 
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